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総 務 建 設 常 任 委 員 会 会 議 録 

 

                     日 時   平成２６年 ９月２２日 

                           午前１０時００分 開会 

                           午後 ２時３２分 閉会 

                     場 所   南あわじ市議会委員会室 

 

１.出席委員、欠席委員、事務局出席職員及び説明のために出席した者の職氏名 

 

  出席委員（９名） 

    委 員 長    蛭  子  智  彦 

    副 委 員 長    長  船  吉  博 

    委 員    廣  内  孝  次 

    委 員    森  上  祐  治 

    委 員    砂  田  杲  洋 

    委 員    北  村  利  夫 

    委 員    登  里  伸  一 

    委 員    中  村  三 千 雄 

    委 員    熊  田     司 

    議 長    小  島     一 

 

  欠席委員（なし） 

 

  事務局出席職員職氏名 

    局 長    小  坂  利  夫 

    課 長    垣     光  弘 

    書 記    船  本  有  美 

    書 記    斉  藤  浩  平 

 

  説明のために出席した者の職氏名 

    市 長    中  田  勝  久 

    副 市 長    川  野  四  朗 

    副 市 長    矢  谷  浩  平 

    教 育 長    岡  田  昌  史 



 

－ 2 － 

    市 長 公 室 長    土 井 本     環 

   市長公室付部長(総合 

   調整･新庁舎建設担当) 
橋  本  浩  嗣 

   総 務 部 長 兼 選 挙 

   管 理 委 員 会 書 記 長 
細  川  貴  弘 

    財 務 部 長    神  代  充  広 

    市 民 生 活 部 長    高  木  勝  啓 

    健 康 福 祉 部 長    馬  部  総 一 郎 

   産 業 振 興 部 長 

   (鳴門の渦潮世界遺産登録推進室長) 
興  津  良  祐 

   農 業 振 興 部 長 

   (食の拠点事業推進室長) 
神  田  拓  治 

    都 市 整 備 部 長    岩  倉  正  典 

    下 水 道 部 長    原  口  幸  夫 

    教 育 部 長    太  田  孝  次 

    会計管理者次長兼会計課長    堤     省  司 

   監査委員事務局長兼固定 

   資産評価審査委員会事務局長 
片  山  雅  弘 

    市 長 公 室 課 長    北  川  真 由 美 

    総務部次長兼総務課長    佃     信  夫 

    総 務 部 防 災 課 長    藤  本  和  宏 

    総 務 部 情 報 課 長    土  肥  一  二 

    財 務 部 管 財 課 長    富  永  文  博 

    財 務 部 財 政 課 長    和  田  幸  三 

    都市整備部建設課長    赤  松  啓  二 

   都市整備部管理課長 

   兼 都 市 計 画 課 長 
原  口  久  司 

    下水道課長兼企業経営課長    村  本     透 

 

  紹介議員 

    議 員    吉  田  良  子 

 

  参考人 

    兵庫県高等学校教職員組合書記次長    梅  林  真  道 
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Ⅱ.会議に付した事件 

 

 １．付託案件････････････････････････････････････････････････････････････････ ５ 

  ① 議案第54号 南あわじ市行政組織条例の一部を改正する条例制定について････４９ 

  ② 議案第55号 南あわじ市出張所設置条例の一部を改正する条例制定について･･５９ 

  ③ 議案第56号 南あわじ市情報公開条例の一部を改正する条例制定について････６０ 

  ④ 議案第57号 南あわじ市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正 

          する条例制定について･･････････････････････････････････････６１ 

  ⑤ 議案第63号 南あわじ市営住宅条例の一部を改正する条例制定について･･････６４ 

  ⑥ 議案第65号 南あわじ市監査委員条例の一部を改正する条例制定について････６５ 

  ⑦ 議案第53号 平成２６年度南あわじ市一般会計補正予算（第３号）･･････････２２ 

  ⑧ 議案第52号 平成２５年度南あわじ市下水道事業会計の資本剰余金の処分について 

          ･･････････････････････････････････････････････････････････６６ 

  ⑨ 請願第３号 「集団的自衛権関連法案を拙速に国会に提出しないことを求める意見 

          書」の提出を求める請願････････････････････････････････････ ５ 

 ２．閉会中の所管事務調査の申し出について････････････････････････････････････７１ 

 ３．その他･･････････････････････････････････････････････････････････････････７１ 

 

Ⅲ.会議録 
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総務建設常任委員会        平成２６年 ９月２２日（月） 

                 （開会 午前１０時００分） 

                 （閉会 午後 ２時３２分） 

 

○蛭子智彦委員長   おはようございます。 

  ９月議会、決算審査特別委員会の非常に熱心で長時間にわたる審査を踏まえて、本日は

総務建設常任委員会ということになりました。 

  季節は本当にどんどんと秋めいていきます。台風がまた、大きな台風が急接近中という

ことで、油断ならない情勢もあるわけですけども、本日は付託された案件、非常に多岐に

わたり内容のあるものというふうに思います。どうか皆さんの熱心な審査により、この内

容をつくり上げていきたいと、成果を上げたいというふうに思いますので、よろしくお願

いします。 

  それでは執行部、市長、御挨拶をよろしくお願いいたします。 

  市長。 

 

○市長（中田勝久）   おはようございます。 

  先日は決算審査特別委員会で蛭子委員長さん、長船副委員長さん、本当に御苦労さんで

ございました。おかげで全て原案のとおり御承認いただきまして、ありがとうございまし

た。 

  今もお話があったとおり、総務建設常任委員会、今回、８議案付託ということでござい

ます。慎重審議に適切妥当な御決定を賜りたいと思います。特に、皆さん方に直接関係あ

るかどうかは別にいたしまして、四、五日前にちょうど県の作物改良協会というのがござ

いまして、ほとんどＪＡさんの関係でございます。 

  それで、ちょうどその前日、私、この地元の農家の人と何人かとお話をしておりました

ら、もう、米がただみたいなもんやと、こういう話が出まして、いや、僕も余り最近、そ

ういうところにかかわってなかったんで、どうなんだと言ったら、下位等級のやつだった

ら３０キロ３,５００円しか買うてくれへんという話を聞いてたものですから、ちょうど

その会で今、副会長をせえということで閉会の挨拶でさせてもろうたんですが、そのとき、

その農家の人が、もうそんなただみたいな米やったら、市長、もう一切皆、米出さなんだ

らええねんと、そしたら、以前２割か３割、低温か何かで１万円になったことがあるねん

と、そやから、それぐらい思い切ってやらんとという話を聞いたものですから、私、何気

なしにお話ししたら、ちょうど上羅という、今、兵庫県の会長になっとるのかな、全農の。

そこの人が会長で、ほんまやな、そんなことも冗談半分で聞かんと、考えらないかんなと

いうような個人的な話も出たところでございます。 

  淡路の場合、水稲の種子はとっておりません。ほとんど本土のほうでございまして、一
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番その種子の配分を受けているのがＪＡ兵庫西でございまして、１７万６,４００キロ、

それから、２番目がやっぱり淡路なんです。１３万８,２８０キロということで、非常に

米の作付も多い淡路でございます。何とか少しでもいろいろ、野菜が値をすればという南

あわじの感覚ですが、やっぱりお米も大事な農産物の主たるものでございます。そんなこ

とを感じたので、ちょっと御報告を申し上げた次第でございます。 

  また後、ちょっと公務がございますので、大変勝手いたしますが、よろしくお願いしま

す。 

 

○蛭子智彦委員長   御挨拶いただきました。 

  ただいまから、第５７回定例会において当委員会に付託をされました議案についての審

査を行います。 

  本日は、ケーブルテレビが番組放送のため、３０分程度、委員会審査の撮影に入ります

ので、よろしくお願いいたします。 

 

 １．付託案件 

  ⑨ 請願第３号 「集団的自衛権関連法案を拙速に国会に提出しないことを求める意見 

          書」の提出を求める請願 

 

○蛭子智彦委員長   まず、請願１件が当委員会に付託されておりますので、次第の順序

を変更し、請願の審査を行うことに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   異議がございませんので、請願第３号、「集団的自衛権関連法案を

拙速に国会に提出しないことを求める意見書」の提出を求める請願についてを議題としま

す。 

  審査に当たり、会議規則第１３７条の規定により、紹介議員の吉田良子議員並びに地方

自治法第１０９条第５項の規定により、参考人として、兵庫県高等学校教職員組合書記次

長、梅林真道様を説明のため出席を求めることに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   異議がございませんので、説明を求めることにします。 

  暫時休憩します。 
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（休憩 午前１０時０５分） 

 

（再開 午前１０時０６分） 

 

○蛭子智彦委員長   再開します。 

  紹介議員より説明を求めることに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   異議がございませんので、説明を求めます。 

  吉田良子議員。 

 

○吉田良子議員   皆様のお手元に配らせていただいております請願趣旨を朗読させてい

ただきます。 

  南あわじ市議会 

   議長 小島 一様 

                              ２０１４年８月２８日 

               洲本市大野４３５ 兵庫県高等学校教職員組合淡路支部 

                               支部長 松下 利明 

         南あわじ市市円行寺３４５－１ 兵庫県高等学校教職員組合淡路支部 

                      淡路三原高校分会 分会長 今若 克哉 

                      洲本市山手２－２－１ 淡路教職員組合 

                             執行委員長 高丸 淳次 

              南あわじ市広田中筋１３４－７ 新日本婦人の会三原支部 

                               支部長 坂本 浩子 

 

    「集団的自衛権関連法案を拙速に国会に提出しないことを求める意見書」 

    の提出を求める請願 

 

                              紹介議員 吉田 良子 

 

  請願趣旨 

  安倍内閣は２０１４年７月１日、集団的自衛権の行使を容認する閣議決定を強行しまし

た。これまで歴代政府はこの集団的自衛権について、「我が国が行使し得る自衛権は、自

国への急迫不正の侵害があった場合に実力を持って防衛すること（個別的自衛権）に限定
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され、自国への攻撃を条件としない集団的自衛権は、我が国を防衛するための必要最低限

度の範囲を超えるものであり、憲法９条の上に許されない」との憲法解釈を一貫して維持

してきました。また、この憲法解釈を変更することにも「自由にこれを変更することがで

きるような性質のものではない。（１９９６年政府答弁）」として、集団的自衛権行使を

解釈改憲で容認するという手法そのものについても否定してきました。 

  集団的自衛権を行使するということは、日本の国土や国民の命を守ることでなく、アフ

ガン戦争やイラク戦争のようなアメリカが起こした戦争に参加し、自衛隊が「戦闘地域」

にまで赴いて軍事支援をおこなうこと、ひいては日本の若者が血を流すことを認めること

です。アジア・太平洋戦争では、アジア諸国の人々約２,０００万人、日本国民約３１０

万人の尊い命が奪われました。あの悲惨な地上戦が行われた沖縄の平和祈念公園には次の

ように記されています。「戦争というものはこれほど残忍で／これほど汚辱にまみれたも

の／（中略）いかなる人でも戦争を肯定し美化することは／できない／（中略）戦後この

かた／私たちは／あらゆる戦争を憎み平和な島を建設せねば／と思いつづけてきました／

これが／あまりにも大きすぎた代償を払って得た／ゆずることのできない／私たちの信条

なのです」。この悲惨な体験をふまえて、二度と戦争をしないことを世界に誓ったのが日

本国憲法であり、９条です。この憲法のもとで、日本の若者は、戦争によって殺されるこ

とも人を殺すこともなく７０年近くを過ごしてきました。そして、我が国は徹底した平和

外交によって、憲法９条がノーベル平和賞候補となるまでに、世界における「名誉ある地

位」を占めてきました。この集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の変更は、歴代政府が

禁じてきた海外での武力行使に道を開き、国土防衛に徹する「専守防衛」の基本方針を転

換し、憲法９条を死文化させてしまう可能性があります。このような大転換を現内閣がで

きるほど国民の中にこの議論が深まっているとは到底考えられません。憲法の尊重擁護義

務を課せられる内閣は、憲法を遵守し、憲法に従って行政を執行する責任を有するもので

あり、「行政権の行使としての解釈変更」は立憲主義そのものを破壊しかねません。 

  今後、安倍内閣は集団的自衛権関連法案の具体化として、自衛隊の活動の根拠となる法

案を一括して国会提出する方針を表明しました。しかし、今回の閣議決定を受けて、国民

の間には様々な不安や危機感が大きく広がっています。国会での法案の審議には十分な議

論とともに、多くの国民の合意が不可欠です。 

  あの戦争で、地域も、学校も、親達までもが一緒になって若者を「お国のために命を捧

げろ」と戦場に送り込んでしまった痛恨の過ちを二度と繰り返してはなりません。この先、

地域の若者を戦場に送り出すことにつながらないよう、下記の請願項目についてよろしく

お取りはからいくださいますよう、お願い致します。 

 

  請願項目 

  １、貴議会として、国に対し、集団的自衛権の行使を具体化させる法案については、拙
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速に国会に提出しないことを求めること。 

  以上であります。 

 

○蛭子智彦委員長   説明が終わりました。これより、質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  中村委員。 

 

○中村三千雄委員   請願の趣旨は、拙速に国会に提出しないようにということですけど、

拙速ということについて、論議を深めた中で、国民が合意できたら提出してもよろしいと

いう解釈ですか。 

 

○蛭子智彦委員長   梅林参考人。 

 

○梅林参考人   閣議決定される前にも、それから閣議決定された後にも、いろんな世論

調査が新聞各紙の報道で出ていましたが、閣議決定前もそうですし、閣議決定した後は、

さらにもっと慎重にとか説明が足らないとか、反対であるという国民の声は、もともと過

半数を超えていましたが、さらにふえていると思います。 

  私個人的には、この行使容認には反対ですけれども、もちろん国民みんなで、これは必

要だというふうに議論が高まった上で、こういう合意が形成されれば、それはいたし方な

いとは思いますけれども、今の進め方は余りに拙速だというふうに思います。 

 

○蛭子智彦委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   その中で、趣旨の中では国会の審議には十分な論議とともに多くの

国民の合意が不可欠と、それはそうです。しかし、それは論議をどんな形でしたとき、国

民の合意をどのような形で得ようというような請願の趣旨ですか。 

 

○蛭子智彦委員長   手法というような意味かと思うんですけども。国民合意をとる手法

というのはどういうようなものがあるか、そういうことですね。 

 

○中村三千雄委員   そうです。 

 

○蛭子智彦委員長   例えば。 

 

○中村三千雄委員   委員長、そんなこと、はさまれたら困ります。 
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○蛭子智彦委員長   失礼しました。わかりました。 

  ということですので、吉田議員、どうですか。 

 

○吉田良子議員   まだ安倍内閣は国会で審議も開かれておりませんし、集中審議という

ようなこともありませんし、やはり説明不足というのは到底否めない事実だというふうに

思っております。そういうところがやはりできない中で強行するというのは、やはりいか

がなものかというふうに思ってます。 

  そこら辺では、先ほど参考人も申し上げておりましたけれども、今、２０代から３０代

の若い人たちの約７割近くが、やはりこれについて反対の意見も述べておりますし、国民

への説明が不十分だというのが８４％以上にも上っております。そういうところでは、や

はり閣議の中だけで決めてしまうという手法は、やはりこういう大事な問題をないがしろ

にしてるというのは明らかであると思いますので、国会の審議を通じて、また広く国民に

知らせていく義務があるというふうに考えております。 

 

○蛭子智彦委員長   梅林参考人。 

 

○梅林参考人   私が今ちょっと言葉に詰まったのは、考えながら、何で私がそれを考え

らなあかんのかなと。合意をつくることを考えるのは内閣であって、内閣が国民の世論を

聞いて、ああ、これは合意に時間がかかるなと、こういうふうに合意をつくっていこうと

考えるのはやっぱり内閣であって、私が考えることではないのかなというふうに思います。 

 

○蛭子智彦委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   今、吉田紹介議員からありましたように、全て今の社会行動、政治

の中では国民はやっぱりみんな、どんなことであっても説明不足だと、全部納得できんと

いうことが、あらゆる施策の中で、もっと国民に理解せえ、理解せえという、しかし、国

民というのは１億３,０００が国民であるんやけども、しかし、それをどのような形で、

国民の声をどのような形で反映するかというのは、やっぱり選ばれた密室の中のそういう

ような国会を、国をあずかっとる国会議員の論議の中でそれが決められていくんだという

ようなことから、私はこう思うのは、説明不足を国民に十分、１億３,０００万の国民に

十分知らせるための説明というのは、どんな形でしたら国民は理解できると思っとるわけ

ですか。 

 

○蛭子智彦委員長   どうですか。 
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  吉田議員。 

 

○吉田良子議員   先日も安倍首相がいろんなパネルを使って、何か国民に呼びかけてま

したけれども、ああいうやり方も一つはあるのかもしれませんけども、本当に、あれはも

う一方的な話であって、あの中からまたいろんな矛盾も生まれてきてます。それをそした

ら、どういうふうに安倍内閣がそれを受けとめてるかというところまで、私たちのところ

には情報として伝わってきてません。 

  ですから、そういうやはりもっと、先ほど申し上げたように、説明不足というのは皆さ

んも感じているように否めない事実だと思いますので、そこら辺もっと、国会も通じて説

明していく責任があるというふうに思っております。 

 

○蛭子智彦委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   これでしまいにしますけども、私も先ほど、今、最後に言われまし

た、やっぱり国会議員が国会の中で、やっぱり国民にわかる十分論議をし、この論議の中

でいろいろ、最終は国会が決めることですけども、そういうふうな矛盾なりそういうふう

なものを十分受けとめて、やはり今言うた結論を出さないかんと思いますので、私はやっ

ぱり国会の中で十分、国民にわかる論議をしていただきたいという思いでございます。 

  一応、終わっておきます。 

 

○蛭子智彦委員長   ほかに。 

  森上委員。 

 

○森上祐治委員   今、請願の趣旨を読ませていただきました。私も、基本的にはこの趣

旨には反対するものではございません。いわゆる安倍内閣の拙速に過ぎた改憲閣議ですよ

ね。あれは国民としてけしからんことやと。特に、私は元小学校の教師ですから、教え子

を再び戦場に送らないというようなスローガンを掲げて、戦後スタートした日本教職員組

合、日本の先生方の戦争に対する反省とか思いを全く無視していると、私は率直に、素朴

にそない思いましたよ、一連の動きの中で。それは、私はわかるんやけど。 

  私も実は、この請願に出てたんで、私のふるさとの日教組とか兵教組の動きはどうかと

調べてみたんですよ。そしたら、日教組は５月１６日の時点で、日教組の書記長談話とい

うのを出して、安倍内閣の拙速な動きに対して厳重に抗議してます。抗議声明を出してお

る、談話を出しておると。兵庫県教職員組合は、７月１７日に憲法の危機を宣言し、教え

子を再び戦場に送らないための特別決議というのを決議しとるんですよ。 

  だから、いろんな働く者の仲間、労働組合とか、それぞれ動きをやっている。動きとい



 

－ 11 － 

うのは抗議的な動きをやっとるんですよ。私ちょっと、もっと今、中村委員は非常にレベ

ルの高い国会レベルの話を質問されてましたんで、私はもっとおひざ元の話をしたいと思

います。素朴なね。 

  まず一つは、この請願を出されている人は、松下淡路支部の支部長さん初め４名いらっ

しゃいますが、今まで私もちょこちょこ請願を議会で受けたときに、基本的にはその本人

であるとか、その周辺の地元の人、地元に関連あるんだったら、そういう方が来られとっ

た。例えば、私も紹介議員になったことあるんですけども、学校の先生方の各学校現場の

待遇を、環境をよくするための請願とか議会にも上げていただいたことがあるんですけど、

あれも三原支部の支部長名で来て、支部長は学校がありますので、平日ですから、専従の

書記長が来て、参考人で座っとったのを覚えとるんですよ。この４人の方は来られてない。

梅林さんは、高教祖の書記次長さん、本部の書記次長さんですね。というのは、私が聞き

たいのは、この４名の中では淡路地区で専従の方はいらっしゃらない、そういうことです

か。 

 

○蛭子智彦委員長   梅林参考人。 

 

○梅林参考人   私は４月から今、本部の専従役員として神戸に行ってますが、仕事は、

本来ここの淡路三原高校に籍がありまして、４月から一応、職場は休職という形で、専従

役員として出ています。淡路支部には専従役員はいないんですが、ちょっともちろん、現

場の先生方に来ていただければよかったんですけども、今ちょっと体育会シーズンで、ち

ょうどあしたが本番とかそういう時期で、ちょっと現場を離れることが難しいということ

で、私が出身でもあるしということで、きょう、私が来させていただきました。 

 

○蛭子智彦委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   この審議をしなければならない我々南あわじの市議会としても、でき

たら、こういう国論を二分するような大きな問題ですよね、これは明らかに。どんな世論

調査を見ても拮抗してますよ、賛成、反対が。疑問点、むしろ疑問を呈するほうが多い新

聞の論調なんかもあるぐらいですからね。そういう中で、この地元の人の切実な思いとい

うのは聞きたかった。これまでの請願に至る努力というのを私、聞きたいと思ってたんで

すよ。 

  というのは、この請願の中にも、中村委員もちょっとおっしゃってましたけども、国会

での法案の審議には十分な議論とともに多くの国民の合意が不可欠であると、国民の合意

が不可欠、そのとおりですよ。世論を巻き込まないかんと。そのためには、私はちょっと

素朴に思ったのは、我々の周辺にも、淡路の中でも働く仲間、いっぱいおりますよね、連
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合を中心に。御存じでしょう。高教組は連合には入ってませんが。淡路の中でそういう国

民の合意を巻き込むために議会に請願するんであれば、どれだけ周辺の働く仲間の組織に

努力されたのかをお聞きしたい。 

  例えば、淡路教職員組合という組織がありますよね、代表が。私は申し上げませんが、

今の組織の様子は存じ上げてます。義務制の淡路の先生方が千数百名おりますが、ほとん

どが兵庫県教職員組合三原支部とか洲本支部とか津名支部に加入はされてます。その各支

部の、この４名の方が各支部の支部長や書記長さん、書記局に行って、一緒に戦いましょ

うと、議会に持っていくんやと、一緒にやりませんかという努力をされたんですかと聞い

とるんですよ。 

 

○蛭子智彦委員長   梅林参考人。 

 

○梅林参考人   組織の話になると私もわからない、大分昔の歴史の中でいろいろ組織同

士のいろんな関係があって、本当は一緒に運動すべきところが一緒にできてないというこ

とは、もちろん御指摘のとおり、あると思います。 

  でも、この教え子を戦場に送らないという点では、全ての組合だろうが、もちろん組合

関係なかろうが、多くの人が賛同できる中身だと思いますし、だからこそこうしてここに

来て、皆さんにも議会としての地域からの声を上げていただきたいというお願いをしてい

るわけですし、これも一つのそういう取り組みだと私たちは思ってますし、もちろん、町

に出てビラを配ったり、宣伝カーで「みなさーん」と町行く人に声をかけたり、そういう

活動は７月１日以前からずっと私たちのできることを一生懸命やっているつもりです。 

 

○蛭子智彦委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   私も実は、きょうに向けて、この請願を読んだときから、私なりに努

力したんですよ。というのは、周辺のところ、三原支部の先生方、書記局、洲本支部、津

名支部とか、連合淡路の議長に電話して、何かそういう動きありましたかと、こういう請

願を、私も基本的に賛成だと、この趣旨は。しかし、淡路島内でもっと運動を盛り上げる

ためにこういうことを言うとる人がおるけども、あなた方、何か相談あったんかと。一切

ないと。今の時点では、組織ごとにいろいろ抗議文も上げたり意見書上げたりやってる段

階ですというようなことであったんですよ。 

  だから、私は議会としては、こういう国民的な議論、二分するような重要な、これから

の日本の進路にかかわる問題について、請願を持ってくるんであれば、やっぱり地元の、

もっと働く仲間の声をいっぱい吸い上げて、連名で、もっとバックがわかるような、力が

わかるような、声がわかるような請願にしてほしかったなと。 
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  紹介議員の、今度、吉田議員にお聞きしますが、吉田議員も、この紹介議員として出さ

れるんであれば、あなたは、吉田議員は、私は大体どんな考えを持ってるかは、ある程度

御存じやと思うんですよ、私の経歴からしてね。だから、私にちょっと相談なりしていた

だいて、森上さん、一緒にやろうじゃないですかと、一言でも言っていただけたですか。 

 

○蛭子智彦委員長   吉田議員。 

 

○吉田良子議員   それは、今、森上委員の指摘のとおりです。それはそうすべきだった

なという点は多々ありますけれども、私もこういう請願を受けたときに、やはり自分も子

供や孫が戦場に行かないようにという思いが強くて、そちらのほうにちょっとのめり込ん

でいったという部分はあります。今後、森上委員の指摘のような点は気をつけていきたい

というふうに思ってます。 

 

○蛭子智彦委員長   森上委員。 

 

○森上祐治委員   私はある意味で、今、日本の働く者たちの労働環境、非常に厳しくな

ってますよね。そのバックを支えていく労働運動、非常に厳しくなっている、低調である

と。今、新聞報道とかマスコミ報道を見る限りでは、この問題についてはやっぱり、今、

ある本を読んでるんですが、日本は豊かさぼけをしていると、学生もそうやと、世界の中

で日本の大学は取り残されていきよるというような本を読んどるんですよ。大学改革の本

をね。それを読みよったら、ちょうどこれ、ええ機会やと思う。長年、もう２５年になる

んですよ、ことしは日本の労働界が発足して２５年になります。私の仲間も、昔の仲間も

会員支部、２５周年の再建大会、２４日に記念やるんだ、来てくれというようなことを言

われたんですが、長年、やっぱり２５年間、日本の働く者は分類しとるんですよ、これを

私は、ええ機会やないかなと思うんですよね。そういうことをあなた方は思わないのかと。

ほんまに真剣に考えるんだったら、私の幼なじみの若者、先生、もう退職しましたがね、

２５年、分類したんですよ。私は説得しましたよ。分かれるなと、一緒にやろうと。こう

いう大きなあの当時の大きな力、今も私、腹立っとる。 

  だから、やっぱり出してくるんであれば、こういう４名の方の、新日本婦人の会もあり

ますが、小さなと言うのは失礼になりますが、もっと淡路全体で努力をされてから出して

こられたら、吉田さん、いろんな北村さんとか、いろいろ考えの近い人がいっぱいおると

思うんでね、できると思うんで、ちょっと今回は出し方が間違ったんじゃないかなと私は

思います。 

  終わります。 
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○蛭子智彦委員長   ほか、ございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   この中で、「行政権の行使としての解釈変更は立憲主義そのものを破

壊しかねません」とあるわけですけども、これは、いわゆる行政権というのは司法でやっ

てくれということなんでしょうか。 

 

○蛭子智彦委員長   梅林参考人。 

 

○梅林参考人   私が言うまでもなく、憲法というのはほかの法律と違いまして、国民を

縛るものではなくて、国民の側から権力を持った人たちを縛るための、つまり、勝手に国

民を無視して勝手に戦争に走ってはいけないという、そういう意味合いを持ったものであ

るというのが立憲主義だということだと思うんですけれども、そういう憲法、それだけ重

いものであるから、そう簡単に変えられない仕組みがあるし、それを、その仕組みを変え

ようだとか、それから解釈を変えようだとか、そういうやり方で、一番、何条だったか忘

れましたが、この国会議員にこそこの憲法を守らなければいけない擁護義務があるはずで

あるのにもかかわらず、その人たちが行政権を行使するという形で解釈を変えてしまうと

いうふうになってしまうと、この立憲主義という憲法のあり方そのものの問題にかかわっ

てくるというふうに思います。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   私個人的には、この集団的自衛権というのは、やっぱり私にとっては

ノーなんです、これは。そやから、これをやるんやったら、いっそいわゆる国民投票とい

うか、憲法改正を掲げて国会解散して、やっぱりやるべきやというふうに思うんですが、

どない思われますか。 

 

○蛭子智彦委員長   梅林参考人。 

 

○梅林参考人   もちろん、そういうこともあり得るでしょうし、そういうことも含めて

やっぱり議論をしていくべきだというふうに思います。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   先ほど、中村委員、国民世論のいわゆる説明責任の話があった、これ
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はなかなか国民全部に理解求めるのは大変なことやと思うんよね。そやからほんまに、こ

のことで僕は、逆に憲法９条を含めた中で、やっぱり改正するのかどないするのかという

ことを国民が一番望む形でやるべきやろうなというように思うんですがね。この請願にも

そういう趣旨のことは書いてあると思うんですが、この運動をもっと広げていく必要があ

ると思う。それに対して、さっき森上委員からもいろんな地元の話が出ましたけども、こ

れからの運動の進め方というのはどのようにされていくのか、お伺いしたいと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   梅林参考人。 

 

○梅林参考人   やはり、知れば知るほど今、国民の中には不安や心配の声が広がってい

るという状況ではないかなと。実際に７月１日の閣議決定後、すぐに私たち、恐らくそう

なるであろうと思っていたので、ビラもつくって神戸の街へ出て、すぐに宣伝行動したん

ですけれども、やはりすぐに反応が返ってくるのはやっぱり年配の方たちで、若い人たち

は、えっ、何のことという、そういう反応がやっぱり多くて、こんな、ニュースでもたく

さん流れてましたけども、私たちが意識して見るからそういうニュースが目に入るんであ

って、やっぱり普通の一般の人たちにはなかなかまだ議論が広がっているとは言えないな

と。本当に地道にそういう活動を続けていくしかないだろうし、まずは知ることを、もっ

ともっと自分自身も含めてですけれども、知ることを広げていくと。 

  私も３月までは現場にいましたので、担任も持っていましたので、やはりそういう話題

がニュースで流れると、高校生たちはすごく率直に、ニュースを見てる関心のある子たち

は、先生、私たち、もしこんなになったら兵隊にならなあかん時代が来るんやろうかとか

ね、そういう声は本当に率直に出るようになってましたし、でもやっぱり、知らない子は

知らない。やっぱりもっともっと知ることを広げていくことだと、地道にやっていくしか

ないかなというふうに思ってますが、先ほど森上委員から、こんな力強い言葉をいただけ

るとは全く思ってなくて、まずかったんやなというふうに率直に思いました。もっといろ

んな議員の方のところに行って、こういうことでぜひ応援してほしいというふうにすれば

よかったんやなというのを、今、反省してます。 

  これからの運動にぜひお力になっていただけるんであれば、ぜひお願いしたいなと思い

ますし、まずこれをスタートに、これからできるだけ皆さんと一緒にこういう運動を広げ

ていきたいなというふうに思いますし、ぜひお力添えをよろしくお願いしたいと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   ほか、ございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   この文章の中で、ちょっと解釈の違いがあるのかなと思うんですが、
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今回、集団的自衛権と行使を解釈改憲で容認するという手法そのものについても否定して

きましたと書いてあります。その集団的自衛権というのは、要するに日本と同盟国が攻撃

されたときに日本が助けに行くということを集団的自衛権というと思うんですが、今回の

解釈では、きっちりと我が国に対する武力攻撃が発生したものにのみならず、我が国と密

接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国

民の生命・自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合という歯ど

めをかけております。 

  だから、この後にあるように、「アフガン戦争やイラク戦争のようなアメリカが起こし

た戦争に参加し」ということはできないと、自分の国がそういう国民が危険な状態でない

限りは、これ、参加できないという一つの枠組みがありますので、安倍首相もきちんとそ

の件は明確に、アフガン戦争やイラク戦争のような戦争には参加はできない、今までどお

りであるという解釈をされておりまして、ああいう答弁の中でも明確にされておりますの

で、そういう点ではちょっと解釈の違いがあるのかなという思いがいたしますが、その点

はいかがですか。 

 

○蛭子智彦委員長   梅林参考人。 

 

○梅林参考人   確かにそういう新三要件と言われる要件があるのは存じておりますが、

国会の中でもいろんな答弁がなされる中で、じゃあこういう具体例についてはどうかとい

うようなやりとりがありましたが、例えば、原油を輸送するための機雷掃海、これはどう

だというふうに聞かれたときに、安倍首相は、それは機雷をどけないと原油を日本に運ん

でこれないのであれば、これは日本の国民の生命または幸福追求の権利が覆される危険性

があるとみなして、これは該当するというふうに答えてますし、日米安保条約、安保同盟

に何か関連することであればどうかという質問についても、それもこの要件に含まれると

いうふうに、これは外務省の長官が答えてますし、本当に具体例をどんどん出していくと、

この明白な危険というのがどこまで広がっていくのかということが非常に曖昧であるとい

うふうに思います。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   その意味でもやはり今回、きちっと国のほうでどういう態度で臨むの

かということを、これからしっかり議論していかなければ、そのままの曖昧なままではい

けないということなので、先ほども言いましたけども、早急に決議を出すとかいう形では

なく、しっかりとこれから議論をしていくべきであるというふうに思います。 

  ですから、こういうふうな、具体例はさっき言いましたように、一つ一つ、皆さんで、
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国会議員も含めていろいろと議論していかなければならない問題なので、これから議論を

するべきことは何も問題ではないと私は思っております。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   ほか、ございませんか。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   この問題自体が非常に本市議会ではなじみにくい問題だと思うんです

が、こういうこの意見書提出に対する請願を審査するにおいて、どういうふうに解釈され

るかわかりませんけれども、私がちょうど自分の考えを心に持っているのと同じような、

ほとんど同じような新聞の記事がありましたので、多少、朗読もさせてもらいながら、も

し質問することがあったら聞いていくと、そういう形でとりたいと思いますが、よろしい

でしょうか。 

 

○蛭子智彦委員長   まあ、御自由ですから。 

 

○登里伸一委員   私も、そういう意見書を出してくれという請願を出すのは非常に自由

ですし、この文章に対して不満なところもありますが、個人として出される方はそれで結

構だと思っておりますが、私自身は、最初に結論から申しますと、集団的自衛権の拡大し

て出すことに容認派のほうでございまして、まず、この今日の世界情勢は、昔、先進国で

最高水準の経済成長が続いて、米国の力で安全ががっちり守られていたという時代ではな

くなってきましたね。それで、現段階ではアメリカ自身が世界の警察官をやめて引き上げ

ようとしているような状況にあります。 

  そういう状況のもとで日本が集団的自衛権も拡大して、多少は補っていこうということ

をしてるんですから、私は結構なことだと考えております。この法案によって、日本が軍

事大国になるという批判がありますが、集団的自衛権の限定容認にせよ、個別的自衛権の

欠陥の是正にせよ、ＰＫＯ法案の整備をしても、全て実現されましても主要国で日本が最

も非軍事的な国であることに変わりないとこの方もおっしゃってます。憲法を解釈で変え

たという批判にいたしましても、これまでにもたくさん解釈を拡大してきましたし、この

たびの中身はまだ出ておりませんけども、ずっと小幅の変更だということを示唆しており

ます。 

  こうした批判の特徴に関しましては、国内のことしか考えていないことから始まってお

りまして、政府の権力が少しでも増すと危険だということ、また、政府に十分な権限がな

ければ国際競争におくれをとるかもしれない危険を無視しているということであります。

一部メディアのいわゆる従軍慰安婦問題の報道とも通じますが、世界への影響を全く考え
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ない鎖国思想、ガラパゴス思想であるということをおっしゃっておりますが、私もそう思

います。 

  公明党の妥協によって自民党のリベラル系統の人も大して反対はしておりませんし、野

党のうち、民主党の何割かは政府案を事実上支持しております。これは、彼らが政権担当

経験をしたことも大きい要因になっておりまして、保守系野党はほぼ賛成だし、絶対反対

は民主党左派と社民党、生活の党、共産党の何でも反対の野党であるというように結論は

落ちついております。 

  国民世論はなお分裂しておりますけども、現実政治の経験を重ねた政治家は圧倒的に支

持であるということでありますので、そしてまた、この集団的自衛権の問題にしても、一

部メディアはアジアの懸念を持ち出してますけども、中国、韓国、北朝鮮以外のアジア各

国の政府は安倍内閣の政策を支持しているという現実がありますので、私はどちらかとい

いますと、ここにも書いてありますが、５月１５日の安全保障の法的基盤の再構築に関す

る懇談会の報告書と、７月１日の閣議決定に基づいて自衛隊法改正案を確実に進めること

を思っておりますので、この請願に対しては反対いたしたいと思っております。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   質問ではないんですか。質問とは違うんですか。 

 

○登里伸一委員   質問といたしましては、これに対して反論がありましたらお聞きしま

すが、どう思いますでしょうか。 

 

○蛭子智彦委員長   梅林参考人。 

 

○梅林参考人   私、きょう、「新しい憲法の話」というものを持ってきたんですが、こ

れは日本国憲法が発布された翌年に、１９４７年に文部省が発行した中学１年生用の社会

の教科書なんです。これに戦争放棄という項目がありまして、ちょっと一部だけ読みます

が、「今度の憲法では、日本の国が決して二度と戦争をしないように二つのことを決めま

した。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争をするためのものは一切持たないと

いうことです。これから先、日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これは戦力の放棄

といいます。放棄とは捨ててしまうということです。しかし皆さんは決して心細く思うこ

とはありません。日本は正しいことをほかの国より先に行ったのです。世の中に正しいこ

とぐらい強いものはありません。」というふうにはっきり、このときが、この文部省の姿

勢が本当に日本の、戦後の日本のスタートだというふうに思うんですけども、とにかく二

度と戦争はしないと、私たちは、私たちの先輩が痛い思いをして、広島、私、ことし広島

の世界平和祈念式典にも出てきましたけども、改めて原爆ドームも見てきましたし、本当
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に大きな被害がありました。それから、大きな加害もあったはずです。 

  そういうその結晶として、この憲法９条を手に入れて、それからずっと６９年間守り続

けてきた、だからこそこれがノーベル平和賞候補にも選ばれるし、世界に誇れる憲法だと

いうふうに思うんですね。 

  ずっとこれまでにも解釈改憲があったというふうに今、登里委員のお話の中にもありま

したけれども、確かに米ソの冷戦体制が始まって、アメリカからの要請によって、本当は

軍隊を持たないと言ってた日本が警察予備隊を持つようになり、それが自衛隊にというふ

うになってきましたけれども、あくまでもこれは軍隊ではないと、これは自衛のための力

であるというふうに、一応ずっと言ってきました。これもまあ、解釈改憲といえば解釈改

憲だったと思うんですけども、それでもほかの外国にまで出かけていって武力を行使する

という、この集団的自衛権だけは踏み出してはいけない一歩だということで、ずっとここ

だけは守り続けてきた、この大きな枠組みを今、そう簡単に越えられる枠組みじゃないと

思うんですね。 

  これを本当に、もっともっと国民の合意が得られないままに進んでいくのは危険だとい

うふうに感じている人たちがどんどんふえている、こういう今お願いしているような形で

議会からちょっと待ったという形をかける議会が、今どんどんふえてます。今、２００近

い議会からそういう声が上がっています。兵庫では香美町、それから加古川市議会から上

がっているかと思うんですけども、こういう声を今どんどん、とにかく賛成、反対はまず

置いといて、とりあえずちょっと待てというストップを、今かけなければ、本当にダダダ

ッと雪崩を打ったようにこの国の形が変わってしまうんじゃないかと。議論は必要だと思

いますが、今のやり方と今の進め方は、やはりちょっと待ったをいろんな地域のいろんな

地方から声を上げていくべきときじゃないかなというふうに思います。 

  イラク戦争、アフガン戦争のときに、ヨーロッパではドイツ、それからフランスは、私

たちはこの戦争は支持しませんというふうに意思表明をしましたが、日本は、いや、支持

するというふうに意思表明をすぐに小泉さんがしました。でも、憲法９条があるから、あ

のときにあの戦争にかかわらずに、日本人の中からも死者も出なかったし、やっぱり憲法

９条の存在というのはすごく大きなものだというふうに思います。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   私はこの集団的自衛権の解釈を拡大して戦争をせえということを思っ

ているわけではありませんし、その点は先ほど同僚議員もおっしゃったように、限定的な

考え方でありますから、こちらから海外派兵して戦争をするというようなことは掲げてい

ないのでありますから、それはそれでいいんではないかと思ってるんです。 
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  そして、今日、米国が引っ込むにつれて、中国が覇権主義を出してきて、非常に近隣諸

国に圧力をかけ出しておりますけれども、どちらかといいますと、それに対抗するわけで

ありませんが、備えのない、保険のないものはいざというときには何の役にも立ちません

から、やはりそういうことに対して準備をしておくということは、やっぱり大事なことだ

ろうと思っております。 

  ですから、今、私が、梅林さんがおっしゃったように、戦争をするためにこの集団的自

衛権を改定するというのではないということを、まず心にお持ちいただいて、それで、日

本が戦争をしないことを、これによって危険であるというのは余り考え方が昔の日本の、

戦後、アメリカから憲法が渡されたときの日本が批准しましたけれども、発布しましたけ

れども、それの時代と同じような考え方がずっと続いているというふうに思っております

ので、大変、どちらかといいますと、憲法も変わっていくべきだというふうに思っていま

すが、いかがでしょうか。 

 

○蛭子智彦委員長   梅林参考人。 

 

○梅林参考人   私、先ほど申しましたように、日本は戦争をしないと決めたという、こ

のスタートはまだ揺るがないというふうに思います。今おっしゃられた話は、要するに抑

止力の話になってくると思うんですけれども、核の問題についても、来年またＮＰＴの再

検討会議がありますが、その世界から核をとにかくなくさないと、核を持つことで抑止力

で世界を押さえていこうという流れは、もうとうに終わっていると、そういう考え方はど

んどん少数派になっていて、本当に百九十何カ国が今、その核を、とにかく核をなくそう

というふうに今動いている、そういう大きな流れだと思います。 

  この集団的自衛権についても、私たちは戦争をしませんと宣言している国と、私たちは

集団的自衛権を認めますと言っている国と、どちらが戦争に巻き込まれる可能性が高いか

を考えたら、これは明らかじゃないかなというふうに思います。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   最後に。力の空白ができたところは、かえって手を挙げておっても安

全かということは、決してそういうことはあり得ないと考えております。やはり日本一国

ではなかなか世界の情勢から考えても守ることができませんので、集団的自衛権を行使し

て守っていくというほうが非常にいいと思いますので、私はこの拙速に議論するなという

ことには反対いたします。 

  以上です。 



 

－ 21 － 

 

○蛭子智彦委員長   ほかに。 

  砂田委員。 

 

○砂田杲洋委員   採決をとってもろうたらどないで。もう、こんなんかなわん。 

 

○蛭子智彦委員長   質疑がなければ採決というふうに思っておりますが、質疑ございま

せんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   それでは、質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  暫時休憩します。 

 

（休憩 午前１０時５２分） 

 

（再開 午前１０時５３分） 

 

○蛭子智彦委員長   それでは、再開します。 

  これより委員間討議を行いますが、何か御意見ございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   ございませんか。 

  ないようですので、これで討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  請願第３号、「集団的自衛権関連法案を拙速に国会に提出しないことを求める意見書」

の提出を求める請願について、採択することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 少 数） 
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○蛭子智彦委員長   挙手少数であります。 

  よって、請願第３号は不採択とすることに決定しました。 

  それでは、これで請願についての審査を終結します。 

  続いて、本委員会に付託をされました付託案件についての議案の審査を行います。 

  この審査に当たり、提案理由の説明についてお諮りをいたします。 

  付託案件については、本会議において説明を受けておりますので質疑から行いたいと思

いますが、これに御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   異議がございませんので、提案理由の説明を省略します。 

  それでは、休憩をいたします。 

  再開は１１時１０分にさせていただきます。 

 

（休憩 午前１０時５９分） 

 

（再開 午前１１時１０分） 

 

  ⑦ 議案第５３号 平成２６年度南あわじ市一般会計補正予算（第３号） 

 

○蛭子智彦委員長   それでは、再開をいたします。 

  説明員入れかえの関係により、審査の順序を変更して、議案第５３号、平成２６年度南

あわじ市一般会計補正予算（第３号）についてを議題とします。 

  これより、議案についての質疑を行います。 

  質疑は分割して行います。 

  まず、歳入について質疑ございませんか。ページは議案書の１１ページまでです。 

  質疑ございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   まず、お聞きしたいんですけど、ページ数８ページの総務費国庫補助

金の中に、社会保障・税番号制度システム整備費補助金という項目がありますが、これは

具体的にどういうことなのか教えていただけますか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 
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○総務部長（細川貴弘）   住基カードにかわるものといたしまして、通称でマイナンバ

ーと呼ばれてる制度ですけども、それの導入というんですか、準備にかかる費用に対する

整備の補助金ということでございます。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、このマイナンバー制度というのは、これからの具体的

なスケジュールはどういうようなスケジュールを組むのか、お聞きいたします。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   まだ厚労省関係で一部指示といいますか、おくれている部分

があるんですけども、基本的には来年の、２７年の１０月にマイナンバーの番号の通知を

各国民というんですか、うちでしたら市民ですけども、その方に来年の１０月に番号を通

知することになります。 

  それで、今のスケジュールで言いますと、カードの交付が２８年の１月からということ

で、その導入準備を進めていくということでございます。 

 

○蛭子智彦委員長   ほか、ございませんか。 

  歳入についての質疑はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   なければ、次に歳出について移りますが、よろしいでしょうか。 

  御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   それでは、歳出について質疑を行います。 

  ページは、１２ページから最終ページまでです。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   ございませんか。 
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  なければ、副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   いろいろ細かい点があろうかと思うんですが、私のほうからは１５

ページ、高速道路用地有効利用調査業務委託料ということで、この辺についてはあいてい

るスペースを活用させていただくというようなことであったかと思います。これについて

少し詳しく説明いただけないでしょうか。 

 

○長船吉博副委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   これにつきましては、補正予算の提案理由の説明のときにもお

話をさせていただきましたが、今、南あわじ市の中ではパーキングエリアとしては緑のパ

ーキングエリアと淡路島南のパーキングエリアがあるわけなんですが、一番大きいのは淡

路島南のパーキングエリアは、本四公団が本来ですともう少し大きくサービスエリアをつ

くるということであったようでございますが、計画が削減されて、今の形は２分の１、ハ

ーフサイズのパーキングエリアになっておるようでございます。 

  したがいまして、用地は確保しておるわけですが、その用地の有効活用ができないかと

いうふうなことで、市のほうにも相談があったわけでして、市のほうで購入していただけ

ませんかという話であったわけでございます。 

  それで、市のほうからも不用地を購入しても、利用ができないなら買う必要がございま

せんので、その点のお話をさせていただきましたら、本四公団のほうは、２分の１、ハー

フサイズであったわけでございますので、それについて道路の連携型事業というようなこ

とがあるようでございますが、南あわじ市で開発をしていただければ、今の淡路島南パー

キングと一体として利用が可能だというふうにお伺いをいたしましたので、それでは一度

その残用地、本四公団が持っておられる用地をどのようにすればそういう活用ができるの

か、少し造成もかかるわけでございますが、造成の費用、それからそれをつくった後の利

用形態、また利用者の数、そういうものを一度検討して、活用ができればそういうふうに

活用したらいいかなというふうに思います。兵庫県下では一番南の出口のところに入るわ

けなんですが、これについては一度調査をしてみたいと。 

  もう一つ、緑パーキングもあるわけなんですが、緑パーキングは開通以来、旧町の緑町

の時代から上り線のパーキングとのところでサンライズと一体化したような利用ができな

いかというようなことが言われておったようで、努力もしたようでございます。なかなか

うまく行きませんで、皆さん方も御承知やと思うんですが、今、パーキングの横に南あわ

じ市の直販所という形で売店をつくっておりまして、そこには人のみが行き来はできると
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いうふうな形で今、運営をいたしておりますが、これも連携事業の中では市のほうで整備

をすればパーキングと一体化したような事業の展開ができる可能性があると。 

  そうしましたら、その直販所のみならず、サンライズ淡路へも皆さん方が上がってきて

いただいて利用が可能ということにもなりますので、そういうものも含めて検討してみた

いというものの調査費でございます。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   その中身は本会議場で聞かせてもらいましたので、詳しくというこ

とは、結局その面積がどれぐらいで、どういう位置にあって、どの部分をどういうふうに

想定されているのかということが、今の説明ではちょっとわかりにくいんですよ。もう少

し具体的にイメージができるようにという意味で、詳しく説明をいただきたいということ

なんですけども、いかがでしょうか。 

 

○長船吉博副委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   詳しくという話なので詳しく調べたいと思っております。図面

の上でエリアは決まっておるわけなんですが、今、２分の１サイズでございますので、そ

ういうものをどのようにすれば一体化して、これが地域の活性化につながるのかどうかと

いうものを調査しないと、今のところ、面積、本四公団が持っておられる面積はわかりま

すが、そのうち利用可能なところはどれぐらいで、造成費用にどれぐらいがかかって、ど

ういう施設整備が必要なのか、それをした場合にはどのようなことになっていくのかとい

うことを、やっぱり詳細に調査した上で判断をしていきたいと思ってます。 

  ただ、緑のパーキングについても、今の直販所を改修するのみで終わるのか、サンライ

ズ淡路との一体感を持たせてやるのかということも含めて、これも事業費がどれぐらいが

かかってどういう面積が可能なのかというふうなことも踏まえてやりたいと思っておるわ

けです。 

 

○長船吉博副委員長   副市長、淡路島南パーキングの半分の土地が余っとると、公団が

買ってくれと言ってきとるんでしょう。ほな、その余っとる場所とか、上り車線、下り車

線もあるし、場所がわかるじゃないですか。そこらを詳しく説明してくれと委員長は聞き

よるわけです。もう一度お願いします。 

  副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   これも言いましたけど、本四公団の淡路島南のパーキングは下
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り車線です。下り車線にあるパーキングの手前、こちら側のほうに本四公団の用地がある

ということでございまして、それについての有効活用をどうしていくかということでござ

います。緑のほうは上り車線のパーキングでございまして、隣接するものについてはサン

ライズ淡路の管理用地だというふうには解釈できますが、それについてもどのような形に

するかということは、今から検討するわけでございます。 

  平面図そのものぐらいはあるわけでございますが、そういうものはございますが、その

他はありませんので、今後、それをもとにしながら研究していきたいというふうに思って

おります。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   だから、その平面図で境界がどこで、どういう部分に隣接しておる

のかとか、今の土地の形状はどうかとか、そういうことが詳しい説明であろうと思うんで

すね。先ほどの説明であれば、本会議場で説明したことは壊れたレコードか何かテープレ

コーダーのリピートかみたいなことで、何の変化もないし、何の詳しい説明でもない。せ

っかくこうやって常任委員会で議論しとるんですからね。そういう意味で、常任委員会の

審議にふさわしいものを示してくださいと言っておるわけですよ。それぐらいはちょっと

わかってもらわないと。平面図なり形状なり、どういうふうに隣接しとるかとか、そうい

うようなことが大事じゃないかということを今、言っておるんですね。そういうことなん

ですよ。暫時休憩でもしますか。それを見て質問を続けましょうか。 

 

○長船吉博副委員長   副市長、平面図は出るんですか。 

  それなら、暫時休憩します。 

 

（休憩 午前１１時２４分） 

 

（再開 午前１１時３０分） 

 

○長船吉博副委員長   再開します。 

  副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   資料が行き届いたようでございますので、説明をさせていただ

きます。 

  一つは、淡路島南パーキングのほう、この図面です。これについては、下というか、こ

のサイズから言うとややこしいんですが、こういうふうに見て左側のほうが徳島側でござ
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います。赤で区域をとっておるところが、本来、本四公団が淡路島南パーキングをつくる

ときに全体計画として考えておった区域でございます。今のエリアも含めて。 

  ただ、本四公団、どういう事情かははっきり我々にはお話がなかったんですが、この淡

路島南パーキングエリアをつくるときに、この半分のこのサイズで今、つくり上げたわけ

でございまして、この赤で印をしたところの用地が結果、未利用地という形で残っておる

わけでして、会計検査院からも、今後、事業計画がない場合は売却をしてはどうかという

ような御指摘をいただいたようでございますので、南あわじ市のほうに利用ができないか

という形でお話がありました。 

  我々も、不必要な用地を購入いたしましても、利用ができないならば何ら必要がござい

ませんのでという話を、やりとりをしておったんですが、本来、本四公団もパーキングに

するという用地でございましたので、パーキングにすればこの今の現在の淡路島南パーキ

ングエリアと、今度、事業計画をした場所とは一体に利用ができるような制度もあるとい

うふうなことでありました。 

  したがいまして、我々といたしましても、なかなか高速道路の管理区域の中で、我々が

事業計画を立てられるところはそうないわけでございますので、一度真剣にこの部分につ

いては検討して、ここは南あわじ市にとりましても出口になるわけでございますが、この

出口で何とか南あわじ市の活性化へも少しは貢献ができるようなことができないかなとい

うふうなことも考えて、今後検討していこうと思っております。 

  したがいまして、この右側の赤線で囲んだところについて、少しこの真ん中のあたりで

山がずっと出てきておるところ、この部分は少し難儀をすると思いますが、その右側、こ

の上のほう、このあたりは非常になだらかなところでございますので、造成してもこの真

ん中の尾根筋をカットすれば造成は容易だということが考えられます。 

  ただ、土砂を搬出するということになりますと経費もたくさんかかってきますので、こ

れを、この場内の中でつく引くゼロにした上で、事業ができないかどうかというふうなこ

と、それから、赤で囲ってあるところについては、一部、非常に地盤が低いところもござ

いますので、そこに残土を持っていけば、かなりの処分もできるんじゃないかなというふ

うなことが考えられます。 

  ここのパーキングエリアは今、本四公団が直営で、ここのパーキングエリアの運用をや

っておるようです。直営といいながらも、運営については今、民間委託をしてるわけです

が、本四公団直営のパーキングエリアということでもございます。そういうものを今後、

いろいろな協議の中で一体的な活用が可能であれば、そういうふうにしていくというもの

も含めて検討していきたいなというふうに考えてます。 

  これをする場合には、本四公団としては連携型、いわばハイウェイオアシスみたいなよ

うな形で出入り自由のエリアをつくっていけるわけでして、駐車場、それから施設整備も

含めてやればどうかということでございますので、先ほど言いましたように、造成工事に
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どれぐらいがかかって、施設整備にどれぐらいがかかるか、それが採算性がとれるのかど

うかというものも検討してみたいというふうに考えておるわけでございます。これが淡路

島南パーキングエリアです。 

  もう一つのほうは、サンライズ淡路の、皆さん方もこれも現場はよくお越しになってお

ると思うんですが、このテニスコートの左側、この部分についてはサンライズ淡路の管理

区域でもございます。ちょうどこの真ん中あたりに今、南あわじ市の直販所があるわけで

ございまして、月１０万円で、今のところサンライズ淡路の管理者にお貸しをいたしてお

りますが、この部分については従前から緑の方々からは、我々はこのパーキングエリアと

一体になった開発をやりたかったんだというお話を再三にわたってお聞きをさせていただ

いておりました。 

  ただ、今のところは、人だけがこの直販所に出入りができるような手だてを本四公団も

していただいておって運営をしておるということでございまして、緑の皆さん方からは、

もう少しパーキングと一体になったような開発ができないのかというお話も再三承ってお

ったんですが、今までは本四公団のほうも、それは無理という話でございますが、今回、

その連携型というものの事業を本四公団も展開するようになってきたようでございまして、

ここを南あわじ市で整備する場合は、連携型としてもう少し出入りをできる可能性のある

部分を拡大をしていけばどうかという話でございますので、このテニスコートから左の部

分、それから、上にサンライズに上がっていくところあたり、ここに来られたお客さんが

サンライズも利用ができるように、そうすればサンライズの食堂の利用も可能ということ

にもなります。 

  下の売店も、今のような直販所にするのか、またはコンビニスタイルのようなものにす

るのか、このパーキング利用者の方々がもっともっとこちらのほうに来ていただいて利用

ができるような、この地域整備をやればどうだろうかなというふうなことも考えて、これ

についても、やはりどういう方法が望ましいのか。サンライズと一体にする場合は、階段

が結構きついわけでございますので、階段を上っていってなかなか利用ということもござ

いませんので、エスカレーター方式だとかというようなもの、新しいここに乗り降りをす

る手だても考えてはどうかなというふうなことから、一度、詳しく検討して、でき得るも

のであれば、採算がとれそうであれば検討して推進をしていきたいなということの調査を

するわけでございます。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   サンライズのほうはちょっとわかりにくいので、この淡路島南パー

キングエリアのことで少しお尋ねしますけれども、これはもう官民境界もはっきりしとる

んですね。官民境界。地籍とか。 
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○長船吉博副委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   これは、本四公団がきっちりと用地の確定はできておるという

ことでございます。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   あと、例えば市道との隣接というか、つき合わせというか、そうい

うのは。これ、市道とかはここにあるんですか。 

 

○長船吉博副委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   市道はございません。市道はこの一番右側の東谷池、これに沿

ったこの部分は市道ですが、この市道からの分岐点からは本四公団の管理道路というよう

なことです。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   そうすると、市道を利用というのは、この市道なども使うというこ

とも可能にはなるのでしょうかね。市道はあるんでしょう、東谷池のほうで言えば。市の

管理道ですか、これは。幅員とかどうなっとるんですかね。 

 

○長船吉博副委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   市道は、これは元県道ですので、皆さん方御承知やと思います。

あとは、これは本四公団が淡路島南パーキングエリアへの管理道路ということでございま

すので、これはあくまでも管理用道路、区域内道路ということでございますので、今のと

ころ、我々としては自由に出入りはできません。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   そしたら、ざっとこの面積は何平米ぐらいになるんですかね。およ

そで結構です。 
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○長船吉博副委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   面積は確定をいたしておりません。まだ我々としても、そこま

で聞いていません。ただ、全体の、本四公団はまだこれ以外にも持ってるところもあるん

です、このエリアでは。ですから、本四公団は必要なところだけ買っていただいても結構

ですよというようなお話でございましたので、我々としては必要最小限で購入したいなと

いう形で、面積的にはまだどれぐらいという話はいたしておりません。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   そしたら、この赤線で囲った部分の面積もわからないということで

すか。 

 

○長船吉博副委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   計測しておりませんので、ちょっとわかりません。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   それでも、提示されとるのであれば、そういう面積ぐらいはわかる

のが普通でないのかな。これ、１回そういう具体的な面積、測量とまでいかなくても、地

番が打ってあるし、囲ってあるぐらいですから、計算したらわかるように思うんだけれど

も。国交省、本四公団ですか、そういう台帳みたいなものも示されておらない、面積とし

ても伝わってないということですか。 

 

○長船吉博副委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   本四公団の所有地は持っておられると思いますけど、一覧表を

いただくというところまでは至っておりません。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   これはでも、今後の活用ということになれば、やっぱり購入単価と

かいろいろあるんだろうと思うんですけども、もう少し数字、面積ぐらいはやっぱりちょ

っと示しておいていただかないと、話にならんかなと思うんですよね。 
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  この調査費ということで１００万円ですか、ついとるんだけども、この１００万円とい

う根拠は何なんですか。 

 

○長船吉博副委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   詳細については、なかなかそれぐらいの金額ではできませんの

で、基本的な考え方を調査していただくということで、それぐらいのもので可能でないか

なという形でございます。 

  先ほど言いましたように、造成工事が莫大な費用を伴う場合は、とても採算がとれない

だろうということでございますので、少し測量等も踏まえて調査するという形で、２カ所

あわせてそれぐらいの中で調査をしてみたいと思っておるところでございます。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   大体、これも測量するんだったら、大体これぐらいの面積があって

というのが測量試算、それで大体、面積に応じて相場というのは出てくるんでしょうね、

きっと。そういうものがあるはずだから、この１００万円という予算、補正予算で来るん

だから、やっぱり根拠を持ってわかるようにしておくということは大事じゃないかと思う

んですけどね。そういう点また、きょうないということであれば、また尋ねに行ったらま

た教えてもらって、そこはわかるようにしていただければというふうに思うんですけど、

いかがですか。 

 

○長船吉博副委員長   副市長。 

 

○副市長（川野四朗）   私どももそういうものを今から詳細について、こちらのほうで

本四公団に資料を求めてもいきたいというふうには思っております。こちらのほうからや

っぱり返事を今する段階になっておりますので、それについてあやふやな形で返事はでき

ませんから、こちらのほうとして事業化が可能かどうか、そういうものを踏まえて返事を

しないと、それから前は進まないということになります。 

  単価についてもやっぱり問題があると思います。それについてもお話し合いをしていく

ということでございますが、単価の話はいたしておりませんが、エリアで必要な部分だけ

でも購入していただけたらというような、好意的な話でもございますので、我々としては

必要な面積がどういう場所でどういう造成工事がかかるのか、そういうものを踏まえて御

返事をしないと、買ってもまた不用地になってしまうと、これもいけませんし、むやみや

たらに区域を広げて造成工事がかかるということも、またこれもいかがなものかなと思い
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ますので、我々としては有利なような展開ができるか、可能かどうかというものを今、検

討したいというふうに思っておるところでございます。 

 

○蛭子智彦委員長   終わっておきます。 

  ほかに。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ちょっと聞くのを忘れてたんですが、１６ページ、消防費の防火水槽

撤去工事費の件なんですが、前の神戸地方法務局のあった後を埋めてということなんです

が、消火能力というのは劣らないかどうか、一遍ちょっと確認しておいてくれと、もう一

度、ということなんですが、その点はどないですか。浄化槽を潰すことによって。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   劣らないかというのは、消火栓にかえて劣らないかというこ

とですか。 

 

○熊田 司委員   そうです。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   この件につきましては、昨年の７月、８月と何度かにわたり

まして地元のほうの自治会等と協議を重ねていって、それで、防火水槽を撤去しないとい

けないんであれば、その代替措置として消火栓を設置してくださいということで了解をい

ただいているということで、消火のその、ケース・バイ・ケースというたらおかしいんで

すけども、その状況にもよると思うんですけども、十分、消火栓で対応できるといいます

か、ということで話し合いのほうはついているのではないかと、私自身はそういうふうに

考えております。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   これは、消火栓は１本だけですか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 
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○総務部長（細川貴弘）   １本と聞いています。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   それで防火水槽の分はカバーできるということで間違いないんですね。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   私もその細かなところまでは確認できておりませんが、この

補正予算を可決していただきますと、この撤去作業に入るわけでございます。その撤去作

業に入る際に、消火栓の工事も並行といいますか、あわせて着手していくことになると思

います。その時点までには、そこら辺のところをもう少し確認もしてみたいというように

思います。 

 

○蛭子智彦委員長   ほか、ございませんか。 

  廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   １４ページの食の拠点施設整備工事費１,５００万、それとトイレの

改修工事、これは１,５００万に関してはこれ、内容的なものをちょっとお尋ねしたいん

ですが。 

 

○蛭子智彦委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（神田拓治）   １,５００万につきましては、臨時駐車場の建設工事に、

整備工事に充てるものでございます。委員さんも御存じのように、第１期の臨時駐車場と

いうことで、７月に７７台分、設置しております。今回は７,４０５平米、地権者４名で

９筆あるんですけども、そこを臨時駐車場ということで１５０台分確保する予定で工事費

を計上させていただいております。完成すれば臨時駐車場として、１期と合わせて２２７

台分確保できるんじゃないかなというふうに思っております。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   わかりました。それで、トイレ工事ですね、この分に関して、これ、

最初からコンサルが入っとる。そこは基本設計をされて、それで実施設計を設計事務所へ

発注されて、それでやっとるわけなんですね。これ、こういうトイレが足らんという話が
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出て、これはもう仕方がないんやとは思うんですけども、そこら、最初のコンサル発注が

間違い、何かの能力的なものがちょっと劣っていたのと違うかなと。それと、実施設計に

入って設計事務所がちょっと選考方法が悪かったんと違うかなという、そういうような気

も持つわけなんですね。そこら、どういうような感想をお持ちですか。 

 

○蛭子智彦委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（神田拓治）   農業振興部としては、食の拠点自体の建物のトイレ関係

については、規定どおりのトイレを確保しておると。ただし、委員さんも言われたとおり、

イングランドの横に食の拠点ができれば、淡路の観光の一つの目玉になるだろうと。そう

した場合に、その施設に来たときに、公衆用便所が今の状況では足らんのではないかとい

うことで、今現在ある公衆用便所は県の施設でございます。県に了解をいただきまして、

それを改修いたしまして、今の公衆便所の倍以上の改修をして、清潔感も伴いながら、観

光の受け入れ態勢を整備していきたいなというふうな思いで整備する予定でございます。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   当初から立地条件もわかっているし、ある程度想定はできたものじゃ

ないかと、普通の人やったらそういうような考え方をするんやけどね。ですから、最初に

コンサルが基本設計を起こして、その時点で、ある程度の状況はつかんでないとおかしい

と思うんよね。 

  それはそれで終わったとして、次、実施設計に入って、建物だけで考えていけば、それ

は足りとるんかどうか知りませんけども、やはり全体的な考え方というのは、これ、どう

いう施設にしても必要だと思うんですね。ですから、発注方法にちょっと問題があったん

かなというような、そういうような気もするわけなんですね。逆に言えば、もっと大きな

ところとか、企業体を組ますとか、そういうようなやっぱり配慮が要ったんと違うかなと

いう気がするんですけども、いかがですか。 

 

○蛭子智彦委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（神田拓治）   最初、食の拠点整備ということで、トイレの関係にして

は公衆便所も含めての整備というのは考えておりませんでした。ただし、今の公衆用便所

の浄化槽はイングランドの丘の合併浄化槽を使っておると。今回は、食の拠点の下水道処

理については、公共下水につなぐと。一旦つなぐことはできませんので、今、一旦、貯水

槽を設けて、ワンクッション置いて公共下水道につなぐと。 
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  今回の公衆用便所については、今まで下水道につながっておったものを、その食の拠点

の貯水槽につなぐと、公共下水道のほうにつなぐことになりますので、結果は、その関係

上、工事の実施設計をしていただいた設計士に、貯水槽のからみもありますので、同じ設

計士に頼んだほうが設計がスムーズに行くんじゃないかという思いでさせていただいてお

ります。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   ちょっと、言いよる意味合いがちょっとかみ合わんかったと思うんや

けども。要するに、こういう大きな施設、これは発注する場合は、設計事務所の構成、人

員的な構成ですね、ある程度把握されとるとは思うんですけども、その点でちょっとやっ

ぱり考慮すべきでなかったかなという話を今、しとるわけなんですね。いかがでしょう。 

 

○蛭子智彦委員長   そもそも、トイレの数が足らんような設計をしたのはどうかという

ことから始まっとるんで、その点を踏まえて御答弁をお願いしたいと思います。 

  農業振興部長。 

 

○農業振興部長（神田拓治）   トイレの数については、先ほども言いましたように、食

の拠点の施設の中には規定どおりの便所、トイレ数は確保しております。ただし、今、委

員さんが言われるのは、総合的に考えた場合、設計士の、基本的には島内の設計士を中心

にうちは実施させていただきました。島内というか、市内の設計士を中心に入札をさせて

いただきました。 

  でも、委員さん言われるように、従業員とかその能力的に見たら、ＪＶでも組んで、大

きな設計士に委託したほうがよかったんではないかという指摘だったと思います。それも

あったと思いますけども、できるだけ市内の設計士に、技術的な高度な建物でもなかった

ので、市内の業者を選定させていただいたという経緯がございます。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   当然、市内の業者でいってほしいんやけども、ある程度、一定の規模

以上の建物に関しては、やっぱり企業体を組めよと、そのような指導もやはり要るんじゃ

ないかと思うんですよ。財務部長、いかがでしょう、その点。 

 

○蛭子智彦委員長   財務部長。 
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○財務部長（神代充広）   設計のＪＶについては、ちょっと金額的な工事費によってＪ

Ｖを何ぼで組むとか、そういったものはちょっと今、手元に何も資料がないんですけども、

今回の場合、担当部のほうの意見も聞きまして、先ほど、神田部長も申しましたように、

さほど高度な技術を要しないような設計であるというようなこともございましたので、そ

こら辺を考慮した上でＪＶにしない、市内の業者単独でいったというようなことでござい

ます。 

 

○蛭子智彦委員長   廣内委員。 

 

○廣内孝次委員   高度な設計、それ以外の設計という縦分けの考え方もあるんかもわか

らへんけども、金額的にこれ、やはり大きな建物、要するに。それで、トイレの問題が関

係なければ、どうこうないと思うんやけども。やはりこういうような問題が出たのは、こ

れはやはり、そこらもうちょっと業者選定で工夫をすべきでないかと。これはあくまで今

後の話、この件に関してはもうしょうがないことやけどね。今後、将来的なことを考えて

いけば、やはりそういうような、金額が大きくなれば、やはり企業体を組ますとか、そう

いうようなやっぱり考え方も必要と違うかなと。 

  それともう１点は、所員を何人も抱えてやりよる設計事務所も市内にはあるわけなんで

すね。だからそういうところがやれば、まだもう少しましな勘定でいけとったんと違うか

なという気はするわけなんですね。そやから、やはりそこらは将来的に考えて、ちょっと

検討していただきたいと。これはもう、トイレが足らんというのははっきりしとるのやか

ら、それに関してはもうしょうがないけども、今後の工事に関しては、やっぱり一定金額

以上の工事の設計、コンサルでも一緒ですけども、やはりそこら、やはり能力のあるとこ

ろへ行くか、それか、企業体を組んで構えを大きくして責任範囲をはっきりして、とにか

く発注するようにやっていただきたいと思うんですね。 

  そうでないと、実際的に事務所自体も皆、大きくならんやろうし。やはり大きな工事を

１人で一生懸命やるのもええんかもわかれへんけども、それじゃやっぱりこういうような

問題が今後起きる可能性があると。そういう点で、今後に関してそのような考え方はでき

ませんか。ちょっとお尋ねしたいと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   財務部長。 

 

○財務部長（神代充広）   今後につきましては、委員の意見を踏まえまして、また検討

させていただきます。 

 

○蛭子智彦委員長   暫時休憩いたします。 
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  再開は午後１時とさせていただきます。 

 

（休憩 午後 ０時００分） 

 

（再開 午後 １時００分） 

 

○蛭子智彦委員長   再開します。 

  質疑ございませんか。 

  長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   １５ページ、丸山海釣り公園連絡橋修繕工事、この修繕工事です

けども、やはり修繕したほうが長期に見て、修繕のほうがいいんですか。そこら、確認と

ったんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   このたびの補正ですけども、海釣り公園と丸山漁協を渡

る連絡橋、これの階段部分の鉄板がさびて腐食しておると、それで再々、鉄板の溶接で補

強しておったわけなんですけども、今回は塩ビのシート、それを貼って修繕する予定でお

ります。 

 

○蛭子智彦委員長   長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   鉄板のかわりに塩ビのシートを敷くということですか。 

 

○蛭子智彦委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   鉄板のさびとる部分の上に塩ビのシートを貼るというこ

とです。 

 

○蛭子智彦委員長   長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   そういうことによって塩害を防ぐということやな。それをするこ

とによって、いわば耐用年数というのはどのぐらい延びるんですか。 
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○蛭子智彦委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   耐用年数的に、今まで鉄板で腐食しとった部分を今回、

塩ビのシートを貼ってみるんですけども、まだその耐用年数がどれまで持つかというのは

まだわかっておりません。 

 

○蛭子智彦委員長   長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   塩ビのシートということは、雨降りのときなんか滑ったり、そん

な危険なことはないんでしょうか。 

 

○蛭子智彦委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   そういう滑りの関係もありますので、凹凸をつけとるよ

うなシートを貼る予定でおります。 

 

○蛭子智彦委員長   長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   今、この丸山海釣り公園、年間何名ぐらい来とるんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   これの丸山の海釣り公園ですけども、平成５年の５月に

できております。その関係で、平成２５年度の利用者については６,１０８人でございま

す。 

 

○蛭子智彦委員長   長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   これだけの人が来てくれるということは、かなりの釣果は見込め

られるんですね。釣果いうたら、魚の釣る量。 

 

○蛭子智彦委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   この場所はちょっと深さが若干浅いんですけども、魚量

は見込んでおります。 
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○蛭子智彦委員長   長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   浅いということは、主としてアジとかそういう部分の回遊魚、根

魚、メバルとかガシラとか、そういうようなのは少ないんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   獲れる魚については、夏についてはチヌ、ハゲ、グレ、

アジ、冬についてはメバル、ガシラ、カレイというところでございます。 

 

○蛭子智彦委員長   長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   そんなら結構、そこそこのええ魚が釣れるじゃないですか。僕は

アジとかそんな回遊魚かなと思ったんやけども。これ、前も言ったと思うんですけども、

海釣り公園、ほかにもあるんやな。それを自由に、買ったらこっちにも行ける、あっちに

も行けるというような共通券というのができへんのかなと思うんよな。 

  部長は知っとるか知らんか知らんけども、やはり釣れるときというのは、潮どきという

のが結構あるんよな。ほな、鳴門海峡を挟んで、こっちと向こうとやったら潮どきががら

っと変わるんよな。そんな関係で、その潮どき、丸山がよければ丸山のほうへ行き、いや、

この時間だったらメガフロートのほうがええんでメガフロートのほうに行きとか、そうい

うようなことはできへんのかなという思いがあるんですけども、前にもそういうようなも

のを１回考えてもらえませんかというふうなんで言ったんですけども。その点、いかがで

すか。 

 

○蛭子智彦委員長   産業振興部長。 

 

○産業振興部長（興津良祐）   共通券については今後の課題だと思います。今、メガフ

ロート、丸山の海釣り公園については同じパンフレットの中でやっておりますので、そこ

ら辺ができるかどうか、また担当課のほうでちょっと研究させていただきます。 

 

○蛭子智彦委員長   ほか、ございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   １２ページ、ここにシステム改修について３カ所出てるんですけども、
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これはマイナンバー関連のシステム改修なんでしょうか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   午前中、歳入のほうで熊田委員のほうから御質問がございま

した、その分に対応するシステム改修でございます。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   この情報化の中で、いわゆる団体内統合、利用者番号連携、団体とい

うのはどこの団体同士の連携なんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   この表現自体、ちょっとわかりにくいなと今、ちょっと感じ

たんですけども、これはあくまでも市役所内のデータの統合ということで、国から通知が

来ました、それをそのままここに上げてありますので、市役所内ということでございます。 

 

○蛭子智彦委員長   ほかにございませんか。 

  中村委員。 

 

○中村三千雄委員   ページ１７ページ、災害復旧費で公共災害等と、本会議でちょっと

言っておったと思うんですけども、災害に係る件数、何件あるんですか。都市整備部と農

業振興部合わせて、災害関係。 

 

○蛭子智彦委員長   まず、農災から行きますか。 

 

○中村三千雄委員   農災と、普通の公共災の件数を教えてください。 

 

○蛭子智彦委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（神田拓治）   今回の災害なんですけども、農地が８０件、施設が７０

件、計１５０件で、その内訳を言いますと、田が８０件で道路が２５件で、水路が２５件、

ため池２０件、計１５０件でございます。 
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○蛭子智彦委員長   都市整備部長。 

 

○都市整備部長（岩倉正典）   公共災害のほうですけども、今回の補正１億２,９５０

万円につきましては、道路８件、河川８件、合計１６件の災害を予定してございます。 

 

○蛭子智彦委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   これ、県は今回の豪雨については、丹波市とか激甚とか言いよるけ

ども、これについては、この兵庫県としては何か、普通災害ですか、南あわじは。何かそ

れに対する一つ特別な措置はされるわけですか。 

 

○蛭子智彦委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（神田拓治）   この間の災害、８月１０日からの台風１１号が主なんで

すけども、これについては激甚指定される予定というふうに聞いております。 

 

○蛭子智彦委員長   都市整備部長。 

 

○都市整備部長（岩倉正典）   公共災害のほうなんですけども、公共災害につきまして

は、今回、激甚災害の指定基準を満たすかどうかというのは、現在調査中ということで、

現時点ではコメントできないというふうに伺っております。 

 

○蛭子智彦委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   これは災害に係る大きなところですけども、それ以外にかなりの小

さい災害とか土砂崩れとかいろいろあって、これは一応、緊急的なことについてはもう、

どちらの部であっても皆、現況どおりに処置をしていただいとるんですけども、現実的に

まだ集落内のところで災害にかからんもので、やっぱり市単でやらなけりゃいけないとい

うようなものについては、何件くらい把握しとるわけですか。 

 

○蛭子智彦委員長   都市整備部長。 

 

○都市整備部長（岩倉正典）   何件という詳細なことまではまだ私のほう、把握はして

ございません。ただ、災害にかからない一般にいう小災害ですね、単災と言われるものに

つきましては、これ、毎年１月に入ってからの査定になろうかと思います。そういうこと
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で、公共災害が終わった後に調整するというふうな段取りになってございますので、今の

ところ、何件というふうなことまで把握はしてございません。 

 

○蛭子智彦委員長   農業振興部長。 

 

○農業振興部長（神田拓治）   御存じのとおり、農業災害については４０万円以上が基

準になっております。４０万以下になりますと、市単で原材料支給とか、重機借り上げで

農道が通れるように崩土を除去するとか、その辺の案件で四、五件、今現在ございます。 

 

○蛭子智彦委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   やはり、かなり市単事業とか、今まで集計はしてないと言われてお

るんですけども、やはり地元からすれば、材料費だけでも出していただいたら物すごく助

かってようなるということで、この待遇は今までしてくれておるんですけども、今回、今

財政、部長も全部おりますけれども、そういうような要望は、私はかなり担当部ではある

と思いますので、そういうような査定というか、そういうような補正の上がったところに

ついては、十分そういったところを配慮して予算配分をお願いしたいと思うんですけど、

どうですか、財政。 

 

○蛭子智彦委員長   財政課長。 

 

○財政課長（和田幸三）   予算につきまして、災害につきましては特に原状復旧という

形で進める原則がございます。それで、取り急ぎ生活に支障のあるようなケースにつきま

しては、現状の予算の範囲内で行えるもの、また、不足した場合については補正等で対応

して、一般の方の生活に支障のないように対応していきたい、要求があればそのようにこ

たえていきたいと思ってます。 

 

○蛭子智彦委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   要は通常、それは予期して予算は予備費的に置いておると思うんで

すが、今回みたいに、集中は南あわじ、物すごくなかったんですが、やはり市内至るとこ

ろでそういうふうな災害に、今回によってあるものがあると思うので、通常予算よりもそ

ういう要望において予算のほうを確定して、市民にやっぱり、市民には負担というより、

負担なんですけどやっぱり、地域の人は地域で守るというのを原則として、それについて

はやっぱり市としても最大限できるような予算配分をお願いをしておきたいと思います。 
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  終わります。 

 

○蛭子智彦委員長   ほか、ございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   １２ページの防災行政無線設計業務委託料の件なんですが、これ前、

本会議のときにいろいろと質問があったと思うんですが、ちょっともう一遍、復習の意味

で申しわけないんですが、これは阿那賀、丸山関係の対応でしたか。そうではなかったん

ですかね。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   これにつきましては、一番大きいメニューというか、それは

皆さん方、ケーブルテレビに加入されてる方は、宅内の音声告知機、御存じやと思うんで

すけども、その音声告知機がかなり耐用年数を過ぎてきておりますので、その音声告知機

を更新するというのが一番大きなものでございます。 

  それで、今現在の告知機につきましては、ケーブルにつながっておりまして、もしケー

ブルが断線しますとそれが使えないというか届かないということなんですけども、このた

びの更新に際しまして、いろいろどういうものを使用するかという検討は重ねてまいりま

して、防災行政無線の告知端末を採用するという方向で今現在、検討といいますか、これ

で上げさせていただいております。 

  それと、それにあわせまして屋外拡声機につきましても、今現在、有線といいますか、

ケーブルにつながってるものですけれども、これも無線の方式に変えていきたいというこ

とでございます。 

  また、電話のセンター設備につきましては、合併の前から、旧町時代、西淡、三原のと

きから設置されているものでございまして、かなり耐用年数も過ぎてきておりますので、

そのセンター設備につきましても、この際あわせて更新といいますか、したいというよう

に考えておりまして、それらを合わせたものが防災行政無線設計業務となってますけども、

防災行政無線等のほうが正解かもわかりませんけども、その関係の委託料でございます。 

  以上でございます。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   その辺につきましては、今年度中に、これはもう設計のほうは終わる

ということになるんですか。 
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○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   これにつきましては、設計は今年度中なんですけども、予算

の枠につきましては、来年度の当初予算の要求に間に合うような形で用意したいというよ

うに考えております。事業は来年度、再来年度と、本体事業というんですか、事業は来年

度、再来年度という形になろうかと思います。 

  以上でございます。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   そうしますと、その音声告知機の利用者の末端部分については、これ

から先の話ですが、そういう設置費用については個人負担、それとも無料貸付、どういう

形になるんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   この宅内設備につきましては、基本的には個人負担というの

が原則でございますけれども、このたび、この防災行政無線を採用といいますか、選択さ

せていただきましたのは、緊急防災減災事業債で対応できるというような見込みのもとに

これを選択させていただきまして、基本的には個人、企業等はちょっとまだ考えてないん

ですけども、個人宅にあるものにつきましては、市のほうで設置したいというようになる

と思います。 

 

○蛭子智彦委員長   ほか、ございませんか。 

  長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   ちょっと関連で。今ある現物の音声告知端末、大変、故障が多か

ったんやな。その点、今後どうですか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   副委員長おっしゃるとおり、落雷があったり、落雷がなくて

も何かロット障害というか、固めて障害が起きまして、無償でかなり、１回、全部無償で

かえたこともあったと思うんですけども、緑、南淡と新しくやったところは。そういうこ
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ともありまして、その選択の中で、先ほど、選択理由の中で防災行政無線ということを申

し上げましたけれども、この防災行政無線につきましては、かなり全国的にメジャーとい

いますか、こなれたような形のものになりまして、故障についても少ないですし、耐用年

数については、基本的には電気機器ですので、五、六年というところなんですけども、か

なりそれ以上に上回って使えるというようなことも調査いたしておりますので、その点に

つきましては安心していただきたいと。 

  さらに、今の音声告知機につきましては、富士通のものでないとシステム的に利用でき

ないということで、いろいろ議会の中でも御指摘もいただいたことも多々あったと思いま

す。そういったことで、この防災行政無線の機器も１台当たり数万円と、かなり高いもの

なんですけども、業者のほうに確認いたしますと、一括購入するのであれば、かなりそう

いう単価のほうは下げれるというような形も確認いたしておりますので、それも大きな理

由であったというように考えております。 

 

○蛭子智彦委員長   長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   この無線、メーカーは富士通なんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   これは全く新しくシステムを構築いたしますので、今現在、

旧町時代からの関係もございまして、それと連携する意味で富士通のシステムを採用して

おりましたけれども、今度につきましては、防災行政無線、国内で何社かありますので、

その中からの機種選定ということになると思います。 

 

○蛭子智彦委員長   長船副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   大体、無線機やいうのは専門メーカーが非常に多いんです。大体

アマチュア無線で１０ワット、多分、防災無線であれば３ワット以内かなと思うのやけど

も、そこらであったら免許なしに使える部分であって、だから、できる限り、僕らが好き

なのはケンウッドとか、そういうメーカー、強い無線のメーカーがあるんですけども、な

るべく前回のような故障のないような機種にしていただきたいと思います。お願いしてお

きます。 

  終わります。 

 

○蛭子智彦委員長   ほか、ございませんか。 
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  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   先ほど、長船副委員長の説明の中で、五、六年が一応、音声告知端末

の期限となっていましたが、その五、六年過ぎるごとにまた新しく買いかえていって市民

に提供すると、そういう形を繰り返していくようになるんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   この席上、公式な席上ですので余りいいかげんなことは言え

ないんですけども、１０年以上は持つのではないかなということでございます。それ以降

のものにつきましては、またシステム的にかなり進歩したシステムも出てくるかもわかり

ませんので、まだこれを導入した後のことまでは、今現在、考えてはおりません。基本的

には、市が設置したものですので、市が更新していくというような形になるのではないか

なというように考えております。 

 

○蛭子智彦委員長   よろしいですか。ほか、ございませんか。 

  では、副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   １７ページの教育費、社会教育費の中の賀集地区公民館改修工事費、

この主な内容について説明いただけますか。 

 

○長船吉博副委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   この賀集地区公民館の改修工事費につきましては、三、四年

前から自治会のほうから要望があったわけなんですが、今回、がんばる地域の交付金、そ

ういうものをいただきまして、それで、空調設備の改修工事、これについては機能が低下

して、十分に機能が発揮されてないというようなことで、昭和５８年度に建設以来、ずっ

と改修等も行っていなかったということで、空調設備の改修工事とあわせて今、駐車場、

雨が降ったら水たまりができるような状態でございます。そして、白線等も消えて何もな

いというような状況です。そうしたことをあわせて改修をするということで、今回の賀集

地区公民館改修工事費を上げさせていただいております。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 
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○蛭子智彦委員長   ということは、耐震補強というような関連ではないということです

ね。 

 

○長船吉博副委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   この建物については、先ほど言いましたように昭和５８年度

に建設された建物でございますので、耐震補強とかそうしたものではございません。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   そしたら、それでもう結構なんですが、ちなみに公民館関係で、耐

震補強はもう全て終わってるんですか。 

 

○長船吉博副委員長   教育部長。 

 

○教育部長（太田孝次）   今、ここに全部の資料、そうした資料は持ち合わせておりま

せんので、詳細についてはわかりませんが、できていない公民館等もあることは事実でご

ざいます。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   これ、ほんまにこの補正予算に関係ないので、十分な答弁というこ

とは余り期待しないんですが、市長公室のほうで市民交流センターの関係で、平成２７年

４月からスタートということになりますが、耐震補強を終えていないものがあればちょっ

と問題かなというふうに思っとるわけですけれども、その点いかがですか。 

 

○長船吉博副委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   確かに５６年以前の建物がございます。それについて

は、簡易耐震診断等もやったりもしております。来年度の４月から市民交流センターをオ

ープンしていくに当たって、全部がまだ間に合ってない状態ですが、耐震関係については

また教育部と協議しながら、耐震関係のほう、していきたいというふうに思います。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 
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○蛭子智彦委員長   もし答えられればで結構なんですが、市内２１カ所、市民交流セン

タースタートということで、まだ未確認なり終えてないというところの施設は何カ所ある

んでしょうか。 

 

○長船吉博副委員長   市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   資料をまだちょっと探し切れてないんですが、六つ、

七つあったかのような記憶でございます。 

 

○蛭子智彦委員長   それなら結構です。また、別の機会にまた。 

  ほか、ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   それでは質疑がございませんので、これで質疑を終結いたします。 

  委員間討議を行いますが、何か御意見はございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   意見がございませんので、委員間討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   では、異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第５３号、平成２６年度南あわじ市一般会計補正予算（第３号）について、原案の

とおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○蛭子智彦委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第５３号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  説明員入れかえのため、暫時休憩します。 

  再開は午後１時４０分とさせていただきます。 
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（休憩 午後 １時２８分） 

 

（再開 午後 １時３７分） 

 

  ① 議案第５４号 南あわじ市行政組織条例の一部を改正する条例制定について 

 

○蛭子智彦委員長   それでは、再開します。 

  次に、議案第５４号、南あわじ市行政組織条例の一部を改正する条例制定についてを議

題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   これは議案説明と重なるかもわかりませんけども、今現在、９あるや

つを７でしたかね、変えるということ、これによってどういう利点があるのか、教えてい

ただけますか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   これは、提案理由にも書いてありますように、新庁舎建設

による分庁舎廃止によりまして、住民のニーズの多様化、災害などへの迅速な対応を行う

ための効率的な組織の構築を目的としておりまして、今回、新庁舎での新組織の基本とな

るものを決定していただくものということで、今回の条例につきましては、市民への周知

を図るとともに、これを決めていただきましたら、部以下の課等の組織づくりを早急に固

めて、新庁舎への移行をスムーズに行い、新庁舎における新しい組織運営を適切に実施し

たいと考えておって、そのために今回、条例を制定させていただいた次第でございます。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   ９を７に変えるわけですから、一つの部の負担割合がふえてくると思

います。現在、部長がいて次長をできるだけ廃止しようという形になってくると思うんで

すが、今後、この組織図を作成するに当たって、部長というのはどうしても荷が重過ぎる

というか、範囲が広過ぎるというた、そういうような状況も考えられますが、そういった

ことについての対応はどのようにとるか、お考えをお聞きします。 
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○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   おっしゃるように、今回、現在教育委員会、また市長公室

含めて１０部ございますが、今回、危機管理部とか教育委員会含めて８部ということで、

部が二つ少なくなります。あと、課につきましても、この後設置をするわけなんですけど

も、負担をなるべく均等化して、管理職に対するそういった負担を、今はちょっと偏りが

ちなところもありますので、それを軽減した、バランスをよく配置することによって、そ

の辺の不安を払拭していきたいと考えております。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   内容を見てますと、新しく加わるような、例えば総務部に行財政改善

に、以前は行政評価に関することが、今度は行財政改革に関することとか、また、これは

何だったか忘れましたけど、市民協働によるまちづくりに関することとか、新しいこうい

う項目も出てきているんです。こういう新しい項目というか所管事務をつくるということ

は、これから市としてはこういったことに力を入れていこうという考えであろうと思うん

ですが、その点はいかがですか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   現在も、先ほど申された事務については市長公室が担って

おったり、現在、やっている業務がほとんどでございます。それを新しい組織に置きかえ

ていくというか、配置をしていくということで御理解いただければいいかと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   よろしいですか。 

  ほか、ございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆる建設部の中に下水道事業、これが入るわけなんですが、これ

は企業会計がこの中に入るような。これちょっと聞かせてほしいんやけどね。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   そうですね、建設部の中に下水道課というのが、組織の中
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に今の案では入っていくというような予定となっております。会計上は、おっしゃったよ

うに企業会計ということでございますけども、組織の運営につきましては支障がないとい

うことでは考えております。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これ、余分な話やと思うんやけども、いわゆる企業会計というのは、

本来は独立採算制をやるわけ。管理者は建設部の部長さんが当たられるということやから、

その人のいわゆる給与配分、これ当然、管理の区分に入るわけですから、何対何やと、極

端な言い方したらそういう懸念もあるんやけども、どんなふうに考えておられるのか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   そのあたりの詳細については、また今後、検討課題という

ことでございますけども、現在でもいろいろな、ある管理職がいろいろ兼務した場合は、

そういった配分をした上で、特に会計が、今おっしゃったように一般会計と特別会計、い

わゆる企業会計なんかですと、その辺の費用負担も加味していかなければいけないと考え

ております。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ただ、この企業会計、この事業自身がいわゆる黒字経営やったらええ

んやけども、これはもう限りなく赤字の積み重ねになっていくわけ。そこらから言うと、

逆に建設の部長のほうに、いわゆる給与を出すのがつらいなという部分も出てくるんと違

うかと思うんやけども。これほんまに何で一緒にするんか、逆にわかれへんのやけどね。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   先ほど、冒頭申し上げたように、効率的な行財政運営とい

うことの中で、建設部という中で、例えば建設課であったり都市計画であったり、下水道

という、都市整備の関連する業務をまとめさせていただいたということでございます。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   考え方としてはわからんでもないんよね。そやから、これがいわゆる
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特別会計でなかったら問題ないと思うんよね、企業会計でなかったら。企業会計やからこ

そ問題と違うかなという認識なんです、私は。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   ただいまの御意見、貴重な御意見ということで、今後、検

討させていただきたいと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   ほか、ございませんか。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   同じく、この建設部に地籍調査に関することと、公共交通政策に関す

ることが入っておりますが、この、ここに入ってきたという理由をお聞きしたいと思いま

すが。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   地籍調査につきましては、現在、農林の中に、農業振興部

の中に地籍調査課がございますけども、もともと、都市の中でそういった都市計画をする

に当たって、また重要な役割を担うということで、地籍調査については、その基盤を担う

ということで、建築というか、建設部のほうに分類をさせていただいたということでござ

いますし、公共交通につきましては、県なんかはもう土木の管轄でやっておるということ

も聞いておりますので、そういった形で今回、反映をしているところでございます。 

 

○蛭子智彦委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   一般質問のときに、地籍調査が進まないので用地関係が大変だという

ことを聞きましたので、よくわかります。けど、公共交通政策が今ちょっと、どないおっ

しゃったんか、もう一回お願いしたいと思います。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   県なんかでの組織でいきますと、土木部関係にそういった

公共交通関係の業務が入っておるということもございますので、分類上、今回、ここに設

定をさせていただいたということでございます。 
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○蛭子智彦委員長   登里委員。 

 

○登里伸一委員   兵庫県の方式に合わせていったということの理解でよろしいですか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   それを参考にもしているということでございます。 

 

○蛭子智彦委員長   ほか、ございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆる農商部、もちろん、南あわじ市は農業というのはよくわかる

んやけども、これでいきますと、いわゆる工業、それから水産業というのはやっぱりちょ

っと認知度が低いんかなと。名前から、イメージやけども、これについてはどのようにお

考えか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   今回の部の名称を見ていただければわかると思うんですけ

ども、基本、３文字でまとめたということでございます。そこで、先ほどおっしゃったよ

うに、もちろん農も水も林もあるんですけども、やはり南あわじ市の主産業というか、農

で今後、それを食の拠点もございますし、そのあたりも含めて農を出させていただいて、

それと商ということで、農商部ということでまとまったわけでございます。 

 

○蛭子智彦委員長   よろしいですか。 

  中村委員。 

 

○中村三千雄委員   ちょっと気になっておるんですけれども、今までそれぞれの所属と

かの業務が、今、登里委員とダブるかもわかりませんけれども、今までおった、農業振興

部にとったら地籍はやっとったけども、その農業振興部の中で地籍がおることによって、

横との連絡もせないかんようなことがあるのかないのか。なかったらいいんですけども、

分けてもそういうような、その課内の調整せんでもええというようなことになるのか。ま

た一つ、今言いよった公共交通であっても、今まで市長公室でやっとった、その課内の調

整をやっぱりやらないかんということが今まであったからこそ、こういうようになったん
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ですが、今回、これによって、そこへ移ることによって、課内調整とか、そんなのしなく

ても、そこで対応できるわけですか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   今回、条例につきましては部の名称、またその事務分掌で

ございますけど、その下のほうですね、課とかその下の係、それについてももちろん、そ

の積み上げていって、例えば、今までの業務については部会を開いて、３０部会を開きま

して、延べ３０回以上、関係職員と調整をした上で、今回の部の組織機構の条例の上程に

至ったわけでございますので、その辺は十分連携をとっていきたいと、いけるということ

では考えております。 

 

○蛭子智彦委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   とりあえず、今までであれば課で調整したら、農業関係であったら

地籍調整しとったけども、今、移った場合に、前の課に聞くとか、聞いたりそんなんでな

しに、もうその課で対応して、単独で、今回移っても業務には差し支えなしにやっぱりや

っていくという解釈でよろしいですか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   差し支えないように調整をしていくということでございま

すので、もちろん、新たな組織、今までなかった業務が入ってくるところもございますの

で、それについては十分慎重に、その移行について気を配りながら対応していきたいと考

えております。 

 

○蛭子智彦委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   もう１点、とりあえずまだ課設置についてはまだこれからで、とり

あえずこうやって課を今の段階ではわかっておれば、何課ぐらい。今、かなりの課があり

ますわね。それを何課ぐらいにしたいという、おおむね計画を持っておられるわけですか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   現在、先ほど冒頭申したように、市長公室、教育委員会を
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入れて１０部、それで議会を入れて１局ですね。課は３８課、係が８８係と、あと、４行

政委員会でございますけども、新たな組織にいきますと、危機管理室を入れて８部、１局、

課については２４から２５ぐらいを想定しておりまして、係が６０係ぐらいにコンパクト

に調整を図っていく方針でございます。 

 

○蛭子智彦委員長   中村委員。 

 

○中村三千雄委員   庁舎が一つになって、やっぱりそれぞれ今、行政事務をやるにして

も、今までのように分庁舎よりもスムーズにいくと思うんですけども、やっぱりこれによ

ってそういうふうなトラブルとかがないように、きちっとやっぱり整理をした中でやって

いただきたいということを希望しておきたいと思います。 

  終わっておきます。 

 

○蛭子智彦委員長   ほか、ございませんか。 

  副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   市民部で国民健康保険、年金、高齢者医療及び医療費助成に関する

ことということを所管すると。これまで、国民健康保険は税の関係と国民健康保険会計そ

のものと、別々の部が担当しておったと。今回は、これを一本化することによって、国民

健康保険会計と税との関係との分離というか、それを統合するというような考え方かなと

いうふうに思っておるんですけれども、その点、こういう統合した、例えば市民部に移し

た経緯について説明いただけますか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   先ほど、委員長がおっしゃったような趣旨で検討を加えた

中でそういうふうに、今回のようになっていったということでございます。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   それはそれで結構なんですけれども、この国民健康保険、年金、後

期高齢者医療というのは、市民生活にかかわるということと同時に、県で言えば、恐らく

これは福祉の関係の所管になっとるんではないのかなと。県との調整統合と先ほどは、公
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共交通は土木というようなことであったわけですけれども、これは県との関係で言えば、

若干、先ほどとは違うような形というような印象もあるわけなんですが、その点はどのよ

うな見解をお持ちですか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   そのケース・バイ・ケースで、我々の今の組織の状況と照

らし合わせまして、それで最善の方針を立てたということでございます。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   そういうことなんでしょうけども、この医療費の助成なんていうの

は、特に福祉行政というようなことになるのかなと。つまり、福祉部門が分かれてしまっ

たみたいな印象になるんですね。そういう意味で、非常にここは取り扱いが難しいところ

やと思うんですね。国民健康保険料ということで国民健康保険にくくれば、国民健康保険

は全部福祉に行くんだけれども、税という制度上、どうしても税務課とのかかわりがあっ

て、こちらに置いておると。こんな矛盾があったんかなというふうに思うんですけどね。 

  この後期高齢者医療にしても、医療費助成にしましても、これは極めて福祉的な課題、

年金にしましてもね。だから、福祉の部課が、担当課が二つあるというような印象をちょ

っと受けてしまうんですけどね。その点、どのようにお考えですか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   今回、その組織図を見ていたらちょっとわかりにくいと思

うんですけども、新庁舎に移りますと、例えば、市民部、福祉部につきましては１階の窓

口のところに配置がされます。現在でしたら分庁舎で別々の庁舎にあるようなこともあり

ますので、今回、市民サービスを重点的に考えた中で、１階部分に窓口関係、相談関係、

全て集中しておりますので、その辺で連携をとりながら、もし支障が出てきたら、また改

革をしていったらいいかなと思っております。 

 

○蛭子智彦委員長   なるほど、わかりました。終わります。 

  ほか、ございませんか。 

  登里委員。 

 

○登里伸一委員   この最初の危機管理部の危機管理対策に関することと、防災及び消防
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に関することとは、どれほど違うのかということを教えていただきたいと思います。仕事

の内容的に、どんなようになっていますか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部次長。 

 

○総務部次長（佃 信夫）   登里委員、もう一度おっしゃっていただいてもよろしいで

しょうか。申しわけございません。 

 

○蛭子智彦委員長   登里委員、もう一度言っていただけますか。 

 

○登里伸一委員   危機管理部にあります危機管理対策に関することと防災及び消防に関

することで、これはどの辺がどのように違うて、こういうあれになっているのか。その仕

事の内容的なものがどういうように分かれとるんかということをお聞きしたいと思います

が。 

 

○蛭子智彦委員長   危機管理対策と防災及び消防に関することで、かかわっとる、類似

点と相違点みたいな。 

  総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   危機管理対策といいますのは、全てのものが含まれると、極

端に言えばイとウのものも危機管理対策に全て含まれると思うんですけども、今まで、防

災課ですと防災対策、それから消防団でありますとかそのようなものだったんですけれど

も、危機管理部を創設することによりまして、今までも新型インフルエンザにつきまして

も、その情報の集約とかはしておったんですけれども、そういうふうに防災だけではなく

て、まだ今、世界でもいろんな病気というんですか、蔓延して、日本にも上陸して、デン

グ熱とかいうのは、もう既に上陸しておるものもあるんですけども、そういうようなもろ

もろのものも全て含めまして、危機管理対策ということで、その中に包含しているという

意味でございます。 

 

○登里伸一委員   結構です。また所管がわかってきたら。 

 

○蛭子智彦委員長   ほか、ございますか。 

  熊田委員。 

 

○熊田 司委員   こういう体制を変えるとなると、まずホームページが大幅に変更にな
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ってくると思うんですが、そういった対応については、予算的にもきちんととられている

んでしょうか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   ホームページが変わるとおっしゃいますと。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   要するに、今のでしたら「組織でさがす」という欄がありますよね、

ホームページを開けたら。そうしますと、今までの組織と変わるわけじゃないですか。あ

れ、今まで健康福祉部にあったのが、どこに行ったんだというような形に、利用者にして

は変わりますよね。そういう形で、ホームページ自体をやりかえる必要はないんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   私も細かいところまではまだ確認はできてないんですけれど

も、今、ホームページといいますのは専門的な知識が要るということではなくて、簡易に

つくれるという、各担当担当で更新していくような形になっております。それで、組織が

変わると大がかりなシステムの変更は必要ないと思うんですけども、各担当部署で変えて

おったものの、その上のランクのところまでも影響が出てくるんではないかというような

御質問だと思うんですけども、その件につきましては十分対応していくことが可能だとい

うことで考えております。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 

 

○熊田 司委員   この条例は４月１日施行ですよね。３月３１日までは旧ですよね。そ

の１日の間にそれが可能なんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   総務部長。 

 

○総務部長（細川貴弘）   ちょっとそこまでのことは確認はしておりませんけども、で

きるだけタイムラグのないような形で持っていきたいというように思います。 

 

○蛭子智彦委員長   熊田委員。 
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○熊田 司委員   市民にとっては、ホームページを開けていろいろな情報を仕入れよう

と思うたら、多分それまでにいろんな広報とか出して、市民には周知してるとは思うんで

すけど、実際に開けたら、あ、全然違うなというような形になってくると思いますので、

その先ほど言われたタイムラグがないように、そういう対応だけはよろしくお願いしたい

と思います。 

 

○蛭子智彦委員長   よろしいですか。 

  ほか、ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   質疑がなければ、これで質疑を終結をさせていただきます。よろし

いでしょうか。 

  これより委員間討議を行います。御意見はございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   では、採決を行います。 

  議案第５４号、南あわじ市行政組織条例の一部を改正する条例制定について、原案のと

おり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○蛭子智彦委員長   挙手多数でございます。 

  よって、議案第５４号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ② 議案第５５号 南あわじ市出張所設置条例の一部を改正する条例制定について 

 

○蛭子智彦委員長   次に、議案第５５号、南あわじ市出張所設置条例の一部を改正する

条例制定についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○蛭子智彦委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行いたいと思います。 

  御意見ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第５５号、南あわじ市出張所設置条例の一部を改正する条例制定について、原案の

とおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○蛭子智彦委員長   挙手多数でございます。 

  よって、議案第５５号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ③ 議案第５６号 南あわじ市情報公開条例の一部を改正する条例制定について 

 

○蛭子智彦委員長   次に、議案第５６号、南あわじ市情報公開条例の一部を改正する条

例制定についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行いたいと思います。 

  御意見ございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○蛭子智彦委員長   では、意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第５６号、南あわじ市情報公開条例の一部を改正する条例制定について、原案のと

おり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○蛭子智彦委員長   挙手多数でございます。 

  よって、議案第５６号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ④ 議案第５７号 南あわじ市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改 

           正する条例制定について 

 

○蛭子智彦委員長   次に、議案第５７号、南あわじ市財産の交換、譲与、無償貸付等に

関する条例の一部を改正する条例制定についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   これ、ようわかれへんのやけど、もう一回説明してもらえるかな。 

 

○蛭子智彦委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   行政財産の目的外の使用といいますか、その部分については

平成１８年に自治法が改正されております。その後、行政財産を貸し付ける、有償で貸し

付けることについては、公有財産規則によりまして貸付を行うことができるようになり、

貸し付けております。 

  今回につきましては、行政財産を無償で貸し付けるという場合を想定をして改正をする

ものでございます。 

  以上でございます。 
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○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   それだとそのとおりや。 

 

○蛭子智彦委員長   それはわかっとるねん。 

  管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   失礼しました。庁舎、特に新庁舎の一部を無償で貸し付ける

ことになる可能性があるので、改正を行っております。その場合といいますのは、障害者

の団体の方に、新庁舎の１階に玄関から入ったところに市民コーナー、あるいは市民ロビ

ーという部分がございますけれども、それに隣接している売店等について貸し付けをする

ということでございます。回りくどくなって申しわけございません。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これ、僕ら勘違いしとったんやけども、固有名詞を使うたらあれなん

やけども、いわゆる老人福祉法人、あの関係、あれについてやったら、ちょっとおかしい

なと思うて疑問を持って、いろいろ調べさせてもろうたんやけども。それやったらわかる

んです。もう、これは議論、僕はありません。 

 

○蛭子智彦委員長   副委員長。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   それはわかるねんけんど、コンプライアンスの関係で確認だけして

おきたい。 

  地方自治法で言えば、この準用というのは、これはいわゆる無償でない有償の場合は、

先ほどおっしゃっとったみたいに自治法上、２３８条の４に書いてありますよね。この条

文を見ると、それ以外のことはしてはならないというような規定になっておるんですね。

つまり今、無償貸与ということは前提になっていないと。つまり、自治法上との関係で、

矛盾や問題が起こらないのかという、コンプライアンスの関係だけなんですけども、その

点はどのように確認されていますか。 

  自治法上ではこういうように書いてあるんですね。２３８条の４、「行政財産は、次項

から第四項までに定めるものを除くほか、これを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、
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出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権を設定することができない」と書いて

あるんです。できないと。 

 

○長船吉博副委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   同じく自治法の２３８条の４の２項第４号において、行政財

産のうちの庁舎その他建物について、余裕の部分がある場合は貸し付けることができると

いうことで、例外として規定されていることでございます。 

 

○蛭子智彦委員長   もう一度、どこですか。 

 

○管財課長（富永文博）   自治法の２３８条の４の第２項第４号でございます。 

 

○長船吉博副委員長   蛭子委員長。 

 

○蛭子智彦委員長   これは、先ほどおっしゃっとったみたいに、有償ということで説明

されてましたね、管財課長。有償の場合、自治法の改正によって、平成１８年度の自治法

の改正によって、有償の場合は認められると。しかし、無償の場合というのは、自治法上

には規定がないという解釈をした場合、これは何ぼかでも有償にするのか無償にするのか、

そこがクリアできるんだったらそれでいいんだけれども、クリアできないようになっては

ちょっといけないからと思って、今、確認の質問をさせてもろうとるだけなんです。反対

とか、けしからんとか、そんなことを言ってるんじゃないんですよ。 

 

○長船吉博副委員長   管財課長。 

 

○管財課長（富永文博）   自治法上は有償、無償等については何も書いてございません。

それで、無償のことについては条例で制定をさせていただいているというふうに理解して

おります。 

 

○蛭子智彦委員長   それなら結構です。 

  ほか、ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 



 

－ 64 － 

  これより委員間討議を行いたいと思いますが、御意見はございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第５７号、南あわじ市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正す

る条例制定について、原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求

めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○蛭子智彦委員長   挙手多数であります。 

  よって、議案第５７号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ⑤ 議案第６３号 南あわじ市営住宅条例の一部を改正する条例制定について 

 

○蛭子智彦委員長   次に、議案第６３号、南あわじ市営住宅条例の一部を改正する条例

制定についてを議題とします。 

  質疑ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   わかりました。質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行いたいと思いますが、御意見はございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 
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（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第６３号、南あわじ市営住宅条例の一部を改正する条例制定について、原案のとお

り可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○蛭子智彦委員長   挙手多数でございます。 

  よって、議案第６３号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ⑥ 議案第６５号 南あわじ市監査委員条例の一部を改正する条例制定について 

 

○蛭子智彦委員長   次に、議案第６５号、南あわじ市監査委員条例の一部を改正する条

例制定についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   質疑がないようですので、これで質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行いたいと思います。御意見はございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第６５号、南あわじ市監査委員条例の一部を改正する条例制定について、原案のと

おり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 
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○蛭子智彦委員長   挙手多数でございます。 

  よって、議案第６５号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 

  ⑧ 議案第５２号 平成２５年度南あわじ市下水道事業会計の資本剰余金の処分につい 

           て 

 

○蛭子智彦委員長   次に、議案第５２号、平成２５年度南あわじ市下水道事業会計の資

本剰余金の処分についてを議題とします。 

  これより質疑を行います。 

  質疑はございませんか。 

  なければ、これで質疑を終結しますがよろしいでしょうか。 

  北村委員。 

 

○北村利夫委員   これはいわゆる企業会計の会計制度の見直しがあって、こういう決算

のし直し、これは除却損を計上したということで、その分をゼロにしたということなんで

すか。 

 

○蛭子智彦委員長   企業経営課長。 

 

○下水道課長兼企業経営課長（村本 透）   委員さんのおっしゃってます会計制度につ

きましてのものでは、今回ではございません。これ、２５年度に係るものでございますの

で、来年度から、２６年度からの部分とまた違いまして、本来、今回の部分につきまして

は、資産の部分の固定資産の除却に伴う国庫補助金を、その部分を、相殺分を除却するも

のでございます。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   いわゆるこれ、除却して補填、これは２,２００万が出てるわけなん

ですけども、この分はいわゆる国からいただいた分をそのまま除却に回したということな

んですか。 

 

○蛭子智彦委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長兼企業経営課長（村本 透）   ２５年度の決算等で、交換したり、当初、



 

－ 67 － 

処理場の建設費の中でポンプ等が国庫補助金の対象となっておりました。その部分につい

て、経年劣化等によりまして、耐用年数以前に壊れてしまって、その残る部分について除

却した、それに伴いまして、国庫補助金がそれが入ってましたので、国庫補助金につきま

しては、剰余金として今の会計制度では置いてございました。その部分についても貸借対

照表の資産の部の分が除却された部分が減ったので、それに伴います資本の部分で、バラ

ンスシートの関係、その国庫補助金に係る部分を落としたと、落とすというのが本来の姿

ということで、会計のルール上にのっとりまして、こういう処分をさせていただいており

ます。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   本来でしたら、いわゆる除却損、その損金ができるということは、そ

の企業自身がもうかってるときにやるのが普通なんですよね、これ。これは、言うたら補

助金がその分ついとったということなんやけども、ほかにはないんけ、こんなの、こうい

うええ制度があるんやったら。というのが、これからどんどん出てくると思うんよね、逆

に。 

 

○蛭子智彦委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長兼企業経営課長（村本 透）   これも公営企業会計独自の手法でございま

して、これも先ほどから私のほうが申しますように、２６年度からは剰余金、国・県とか

一般会計の補助金等で持っていたものを負債のほうへ今度入って、長期前受金として今度

は費用化していこうというような方向になってくるんですが、こういった得な制度が今度

ないんかとかは、ちょっと今、思いつくところがございません。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   これ、繰越欠損金が１９億１,７００万ですか、ざっと。この繰越欠

損金、これをいわゆる除却していく方法というのは考えておられるんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長兼企業経営課長（村本 透）   本来でしたら、この繰越欠損金、各単年ご

とに今現在、２億そこそこの欠損金が出ております。これにつきましては２億円、２５年

度でも２億円の欠損金が出ましたが、それにつきましては減価償却を含めた額でありまし
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て、現金自体の支出を伴うものについては一般会計を補填していただきまして、プラスマ

イナスゼロ程度のベースにもってきております。 

  委員さん等の民間の企業でしたら、当然、それにつきましては減価償却分、費用として

積み上げまして、その部分につきましては、将来の施設改良等に積まなければならない、

貯蓄として持っておかなければならないものでございます。それを取り崩している関係、

今、１９億円程度の下水道会計が始まりまして欠損金が出ておりますが、これにつきまし

ては、一応、現金が伴ってない帳簿上の欠損金やと考えております。 

  これは、できればなくなっていくのが本来の姿であろうと思いますが、なかなか今の経

営状況では、これを少しでも減したいという気持ちはありますが、難しいと考えておりま

す。 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   本当に、減したいという気持ちはあるんやけども、ただこれは本当に

痛みを伴うてないよね、一個も。そやから、この部分については多分、何ぼ積んだって、

帳簿上はやけども、実際はチャラやという気やと思うんです。 

  そやから、恐らくこれは永遠に積んでいって、けども、最終的にはどこかで減損処理し

てしまうという話になってしまうんかなと思うんですが、いかがですか。 

 

○蛭子智彦委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長兼企業経営課長（村本 透）   当然、そういう委員さんのおっしゃるとお

りのこともあろうかと思いますが、それを減していこうと思うことになったら、やはり単

年の黒字経営というのが大前提になってこようかなと考えます。 

  ただ、今、下水道会計の使用料等の収入が年間３億そこそこということで、今これ、難

しい話なんですけど、今、９９％の加入率の上水道が３００円そこそこの金額をとってい

ます。今、下水の場合１５０円、原価で言いますと、回収率的に言ったら４割程度しかと

ってないんかなと、原価の４割程度。水道の場合はやはり、もう少しとっているというこ

とで、まだそれにつきましても、基準内と言われれば、それは当然のあれなんですけど、

水道ですら一般会計からの高料金対策補助金等を持って、広域水道、１０億円程度の今、

繰り入れがあると思うんです。それがあって初めて運営がなされていると。 

  それと比較しますと、やはり５００円とかいうような使用料金の体系を見直さない限り、

今の段階では黒字は難しいかなと。それをやるに至りましても、やはり一般の使用者への

影響を考えますと、当分の間は今のままでいかなならんのかなと考えるところです。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 
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○北村利夫委員   これ、施設のやりかえになったときは、当然、普通やったら積んでな

あかん分がないわけやから、またこれ、借り入れするわけですよね。そのときは補助対象

になるんですか。 

 

○蛭子智彦委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長兼企業経営課長（村本 透）   当然、今、補助制度といたしましては、延

命的な補助メニューとか、それとか今、南あわじ市でも今後取り組んでいきます統廃合計

画によります統廃合に関しましては補助対象となろうかと思いますが、最初の施設をつく

るときには補助金があろうかと思いますが、やはり公営企業に対しての国庫補助金でござ

いますので、一旦、最初は補助しますけど、あとは経営努力によって、当然、その中から

捻出してくださいよというのであろうかと思いますので、補助金はなかなかないんかなと

考えます。 

 

○蛭子智彦委員長   北村委員。 

 

○北村利夫委員   ということは、やりかえのときには単費を使わなあかんのか。そんな

ことないよな。 

 

○蛭子智彦委員長   下水道課長。 

 

○下水道課長兼企業経営課長（村本 透）   国庫補助につきましては、やはりちょっと

少なくなってしまう、メニュー的にいろいろな事業を寄せ集めまして、名目上変えてつこ

うかと思うんですが、起債事業等を活用していく方向になろうかと、今現在もありますよ

うに、起債事業につきましては交付税算入等で応分の負担をしていただけると考えます。 

 

○北村利夫委員   終わっておきます。 

 

○蛭子智彦委員長   ほか、ございませんか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   質疑がございませんので、質疑を終結します。 

  これより委員間討議を行います。 
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  御意見はございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   意見がございませんので、討議を終結します。 

  これより採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   異議がございませんので、これより採決を行います。 

  議案第５２号、平成２５年度南あわじ市下水道事業会計の資本剰余金の処分について、

原案のとおり可決すべきものと決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（挙 手 多 数） 

 

○蛭子智彦委員長   挙手多数でございます。 

  よって、議案第５２号は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  以上で、当委員会に付託されました案件の審査は終了しました。 

  お諮りいたします。 

  ９月２６日の本会議における委員長報告について、どのようにしたらよいでしょうか。 

 

（「委員長・副委員長に一任」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   委員長、副委員長に一任の声がございましたので、そのようにさせ

ていただきます。 

  先に執行部より、何か報告事項はございますか。 

  市長公室付部長。 

 

○市長公室付部長（橋本浩嗣）   今から事務局のほうが配るようでございますが、庁舎

のほうの進捗表をお配りをさせてもらいます。前回、御指摘がありましたネットワーク工

程表からカラー刷りにしております。これでかなり見やすくなったかなというふうに思い

ます。先月までの工事内容について、工事写真等もつけさせております。 

  本体工事については８月末で５８％の進捗率です。外構のほうについては８月末で３

０％というふうになっております。どうしてもやはり、本体工事のほうの影響を外構のほ

うが受けております。ただ、クローラークレーンが今、２台ございますが、これが間もな
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く１台が改修撤退というようなことになりますので、外構のほうもフットワークが軽くな

るかなというふうに思います。 

  人数のほうはかなり入れて、外構のほうは追いつくようなことを工程会議で話しており

ます。 

  以上です。 

 

○蛭子智彦委員長   これに関連して、何かございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   ございませんか。 

  ほか、報告事項はございますか。 

 

 ２．閉会中の所管事務調査の申し出について 

 

○蛭子智彦委員長   ないようですので、次に、閉会中の所管事務調査の申し出について

を議題とします。 

  お手元に配付の閉会中審査事件申し出一覧表のとおり、議長に申し出してよろしいでし

ょうか。 

 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   では、異議がございませんので、議長に申し出することとします。 

 

 ３．その他 

 

○蛭子智彦委員長   その他、何かございますか。 

 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 

○蛭子智彦委員長   ございませんか。 

  なければ、これをもって本委員会の審査を終了したいと思います。よろしいでしょうか。 

 

（「はい」と呼ぶ者あり） 
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○蛭子智彦委員長   では、これをもって本委員会審査を終了いたします。 

  どうも御苦労さまでございました。 

 

（閉会 午後 ２時３２分） 
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